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決算審査特別委員会会議録 

 

平成２６年１０月８日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ４時０５分閉議（実時間２７９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８９号・平成２５年度八代市一般会

計歳入歳出決算ほか１１件 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  田 方 芳 信 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  百 田   隆 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者兼会計課長 有 田 俊 二 君 

 教育長        広 崎 史 子 君 

 教育部 

  教育部次長     増 住 眞 也 君 

  生涯学習課長    宮 崎 和 喜 君 
 
  首席審議員兼 
            塚 副   徹 君 
  学校教育課長 
 

  教育総務課長    桑 田 謙 治 君 
 

 健康福祉部長兼 
            上 田 淑 哉 君 
 福祉事務所長 
 

  国保ねんきん課長  中 村 伸 也 君 
 
  国保ねんきん課副主幹兼 
            吉 田 幸 生 君 
  医療給付係長 
 

  はつらつ健康課長  蒲 生 尚 子 君 

  長寿支援課長    小 林 眞 二 君 
 
  長寿支援課長補佐兼 
            野 田 章 浩 君 
  地域支援係長 
 

  長寿支援課介護給付係長 吉 田   浩 君 

 総務部 

  納税課長      辻 本 士 誠 君 

 建設部長       市 村 誠 治 君 
 
  理事兼 
            松 本 貞 喜 君 
  下水道総務課長 
 
 
  下水道総務課副主幹兼 
            中 村 光 宏 君 
  経営係長 
 
 
  下水道総務課副主幹兼 
            宮 川 芳 行 君 
  業務係長 
 

  下水道建設課長   楠 本 研 二 君 
 
  下水道建設課副主幹兼 
            松 野 光 洋 君 
  水処理センター場長 
 

 水道局長       宮 本 誠 司 君 
 
  水道局次長兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 

                              

○記録担当書記     松 本 和 美 君 

            岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（田方芳信君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

                              

◎議案第８９号・平成２５年度八代市一般会計

歳入歳出決算ほか１１件 

○委員長（田方芳信君） それでは、これより

議案第８９号から同第１００号まで、すなわ
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ち、平成２５年度八代市一般会計歳入歳出決算

及び同各特別会計歳入歳出決算の１２件を議題

といたします。 

 本日の調査に入ります前に、１０月２日及び

１０月３日の本委員会において資料請求をして

おりました生活保護受給者に関する資料及び地

域づくり夢チャレンジ推進補助金に関する資料

をお手元に配付しておりますので、後ほど御一

読ください。 

 それでは、本日は、議案第９０号から同第９

６号まで、すなわち、平成２５年度八代市国民

健康保険特別会計歳入歳出決算、平成２５年度

八代市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、

平成２５年度八代市介護保険特別会計歳入歳出

決算、平成２５年度八代市公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算、平成２５年度八代市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決算、平成２５年度八

代市農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳

出決算、平成２５年度八代市浄化槽市町村整備

推進事業特別会計歳入歳出決算について審査を

行う予定としておりましたが、１０月３日の審

査において、議案第８９号・平成２５年度八代

市一般会計歳入歳出決算のうち、第９款・教育

費、第１０款・災害費中、教育部関係の質疑が

途中でありましたので、よって、本日は本件に

ついての質疑の続きから行いたいと思います。

御協力をよろしくお願いをいたします。 

 なお、さきの委員会では、第９款・教育費

中、人権教育事業に関連して、教育長に説明を

求めたいとの意見がありましたことから、本日

は、広崎教育長に、本委員会として出席をお願

いいたしたところであります。 

 ここで、改めて質問の主旨を説明を成松委員

からお願いをいたします。 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）本日は、よろしくお願いします。 

 平成１４年に地域改善対策特定事業が終了し

まして、国は、同和対策に関する全ての事業を

終了しておりますけれども、にもかかわらず、

市の教育委員会は多くの予算を計上していると

いうふうに見受けられますが、これについては

ですね、昨年の３月議会で予算は承認している

ところではございますが、いろいろな問題、課

題等も現場から出ておること、状況からです

ね、今後、見直すべきではないかというふうに

考えますけれども、事務方のトップであられる

常勤の広崎教育長に答弁をよろしくお願いした

いと思います。 

○教育長（広崎史子君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 広崎教育長。 

○教育長（広崎史子君） はい。おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）よろしくお願いをいたします。 

 平成１４年にハード面における格差は改善さ

れたということで、地域改善対策特定事業関連

の特別措置法は終了しております。が、同年の

閣議決定でも、同和問題の解決に向けた取り組

みを推進していくとされておりまして、ソフト

面での啓発として継続して取り組まれておりま

す。 

 また、熊本県では、熊本県人権教育啓発基本

計画の中で、同和問題を人権問題の重要な柱と

して捉え、全ての県民の基本的人権を尊重する

ための人権教育・啓発として充実を図っていく

としております。 

 市の教育委員会としましても、国・県の方針

に沿って、同和問題の啓発に取り組む必要があ

ると考えております。 

 しかしながら、補助金等の予算につきまして

は、補助金の既得権化、定額化などの問題が生

じやすいこともありまして、市の財政状況も踏

まえながら、関連予算の精査に努め、見直して

いきたいと考えておるところでございます。 
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 以上、お答えでございます。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。見直していき

たい、関連予算の精査に努め見直していきたい

ということでございますので、あれですが、も

う一つ、平成１４年にですね、この同和対策の

最後の特別措置法が終了していることに対する

今後の方向性と言いますか、そういった部分を

教育長のお考えがどのように考えておられるの

か、よろしくお願いしたいと思います。 

○教育長（広崎史子君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 広崎教育長。 

○教育長（広崎史子君） はい。今後の人権教

育・啓発の方向性についてお答えをいたしま

す。 

 繰り返しになりますが、平成１４年に特別措

置法は終了しましたが、ソフト面での啓発とし

て、継続して取り組む必要があると考えており

ます。 

 今後、教育委員会といたしましては、平成２

３年４月に閣議決定をされたました人権教育・

啓発に関する基本計画に掲げられております行

政の主体性の確立、同和関係者の自立・向上、

えせ同和行為の排除、同和問題についての自由

な意見交換のできる環境づくり等の趣旨に留意

しながら、同和問題を他のさまざまな人権問題

とともに、差別解消に向けた取り組みをやって

いきたいと考えております。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。国のですね、

閣議決定された平成２３年の行政の主体性の確

立、同和関係者の自立・向上、えせ同和行為の

排除、そして、この同和問題についての自由な

意見交換のできる環境、これが今の八代市の一

番大事と思うんですよね、４番目。教育長も、

しっかりそこは御認識されてるみたいですの

で、差別解消に向けて、ほかのさまざまな人権

問題とともにっていうことで考えてやっていき

たいということですので、ぜひ、頑張っていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 続けて、委員長、よろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） いいですよ。 

○委員（成松由紀夫君） はい。人権教育事業

費、宮崎課長のとこになってるんですかね、こ

この部分でちょっとお尋ねしたいんですが。 

○委員長（田方芳信君） ちょっと成松委員、

よかですか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。教育長です

ね。はい。 

○委員長（田方芳信君） 教育長、済みませ

ん、教育長におかれましては、これで退席をお

願いしたいと思います。本日は、ありがとうご

ざいました。 

○教育長（広崎史子君） どうもありがとうご

ざいました。（｢お疲れさま」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。このですね、

事務事業票の中であったんですけれども、地区

内人権同和教育事業講師謝礼の１８０万円、講

師謝礼（地区内同和教育）、この講師謝礼です

ね、１８０万円。これ、年間で二つあわせて、

その講師謝礼だけで３６０万にこれはなっとで

すかね。これは、中身についてちょっと教えて

もらっていいですか。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 宮崎課長。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。生涯学

習課、宮崎でございます。 

 人権同和教育の地区内同和教育講師謝礼でご

ざいますけれども、総額１８０万円でございま

す。今、成松委員がおっしゃった２つで３６０

万円とおっしゃるのは、ちょっと違いまして、
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１８０万円が総額でございます。１０名の講師

に対する謝礼でございます。１人頭１８万円と

いうことでございます。 

 この講師謝礼の内容ですが、地区内におきま

す小・中・高校生の学習支援、週３回程度、そ

れから、地区内住民の解放学習会、月１回程

度、そのほか、人権イベント等の子供会への活

動支援ということで、年間通じますと、１人頭

２００時間を超えるこの講師実績というのが上

がってきております。それに対して、頭打ちで

はございますけれども、１人頭年間１８万とい

うところで支出をしているところであります。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。これは、事務

事業票ですよ。この事務事業票の内容、これ、

じゃあ何ですか。７１５万の決算に対してです

よ、内容、手段、方法の中で１個ですよてい

う、今、説明ですけども、地区内人権同和教育

事業講師謝礼が１８０万、すると、今度は、講

師謝礼ていうところに地区内同和教育で１８０

万、これはどがん意味ですか。 

○委員長（田方芳信君） 何ページですか。成

松委員、何ページかな。 

○委員（成松由紀夫君） ああ、事務事業票。

ああ、それはちょっと私が決算の中で事務事業

票、――それ、主な概要でしょう。 

○委員長（田方芳信君） うん。概要。 

○委員（成松由紀夫君） 主な概要じゃないと

ころのやつをちょっと。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 宮崎課長。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） 申しわけござ

いません。（｢はい」と呼ぶ者あり）これは誤

記でございまして、これ、ダブった表記となっ

ております。申しわけございません。はい。 

○委員（成松由紀夫君） ダブっとっとです

ね。 

 はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） １８０万で、以前か

ら私がこの件を調べよる中で、１８０万しか上

がってきとらぬだったものが、１８０、１８０

て、２番目と下から２番目に上がってきとっで

しょう。これは完全にダブって、同じ内容を２

つダブって表記したちゅうことですね。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮崎課長。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。御指摘

のとおりでございます。申しわけございません

でした。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。わかりまし

た。１人１８万の１０人分。（生涯学習課長宮

崎和喜君「はい」と呼ぶ）取り扱い的には時間

外勤務というような取り扱いなんですよってい

うことですよね、要するに。その先生方に対す

るですか。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮崎課長。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。放課後

２時間程度ということでございます。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 大変、ほら、現場は

ですよ、今までの例年の中、慣例の中で、こう

いうことをしてこられとる部分はあるけれど

も、実際、学校現場の先生方の時間外手当等含

めて、やっぱ精査して考えていかないと、この

間、増田委員からも御指摘があったように、何

か、こう特別特別にかかわった人にお金は出す

よっていうようなことではなくて、人権問題解

消の取り組みに対することと同和対策事業的な

考え方のニュアンスのものちゅうのを、やっぱ

しっかり分けて考えていかないかぬというふう
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に私は考えるわけですよ。だけん、そこを、広

崎教育長が先ほど表明をばちっとされましたの

で、現場は恐れず頑張っていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） はい。いいですか。 

○委員長（田方芳信君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。成松委員の関連

なんですけど、今、事務事業票のお話されたん

ですけど、それ、我々の手元にないんですよ

ね。私としてはですね、この公金の支出のあり

方として検証したいので、先般から成松委員が

おっしゃってるような事業に対するですね、事

務事業票はあると思うんですよ。で、今回、昨

年度の決算も出していただいたんですが、昨年

の事務事業票はですね、もうちょっと、結構、

ボリュームがありまして、今回、主要施策とい

うことでかなり抜粋してあるというふうに感じ

てます。よければですね、今、成松委員がやり

とりされてたような関する部分のですね、事務

事業票を資料として皆さんにお示しいただきた

いと思いますけど、いかがでしょうか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。よろしいで

すか。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、堀委員から御指

摘があった部分で、私も、実は、これ、総括で

話そうと思ったんですけど、以前は、これ、な

かったんですよね。決算書でこう審議していき

よったんですが、この事務事業票のあり方と

か、取り扱いを、それは最後にまた皆さんで

話、話されたらどうですかね。今、事務事業票

のどうこうていうのは、最後の総括の部分で。 

 堀委員の意味もわかるんだけども、私たちか

らするなら、以前、決算委員したときは、決

算、――この決算書で不用額、不納欠損、その

中で、やっぱりこう掘り下げていく。あとは、

やっぱり議員の資質ですよ。調べたかったら、

きちんとそれ調査していくていうことが大事だ

し、この、やっぱ事務事業票をですよ、現場が

どう考えるかっていうことは、また総括の部分

でしっかり論議したらいいと思うので、委員

長、それで次に進めていただいて。 

○委員長（田方芳信君） なら、じゃあ、堀委

員、それで、よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） ああ、いいですよ。総

括。 

○委員長（田方芳信君） 最終総括ということ

で。 

 ほかにありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り）なけりゃ、ほかに。（｢教育関係はよかっ

ですか。教育関係」と呼ぶ者あり）よかです

よ。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。それでは、事務

事業の中で、これは２８６ページ、それと、２

８４ページ。この中でですね、学校支援職員の

謝礼とか、くま川教室の指導員とか、こういっ

た方々のその今の指導員的な、――支援員と指

導員、この方々がその今、こういった形で応援

していただいている人だろう。この方々にとり

まして、――とっては、どういった状況におら

れる方でありましょうか。お伺います。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 塚副首席審議員兼課

長。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）学校教育課の塚

副です。よろしくお願いいたします。 

 学校支援職員につきましては、八代市立の学

校・園に学校教育活動支援員ということで置い
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ております。不登校児童・生徒への個別の対

応、それから、特別な支援が必要な児童、生

徒、園児への個別の支援、学校図書館の整備等

を行うことにより、確かな学力、豊かな心、健

やかな体などの生きる力を身につける子供の育

成を図り、八代の未来を担う人づくりを目標と

する事業であります。で、支援員につきまして

は、学校教育課のほうで面接等を行いまして、

支援員を配置しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 今、教育委員会でそれ

はいろいろ選抜的にやっておられるんですか。

教職におられる方なんですか。両方。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 塚副首席審議員兼課

長。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。学校支援職員につきましては、先

生方ではありません。一般の公募で募っており

ます。ただし、生徒指導員につきましては、小

学校、中学校の免許を有する人ということで行

っておりますが、ほかの職員、済みません、ち

ょっと、あと、幼稚園の保育指導員ですね、は

幼稚園の資格を持った人というところでしてお

ります。ほかは有資格はありません。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。だから、最初、

お聞きしてるんですけれども、どういった立場

の方でしょうか。その支援員については。 

○教育部次長（増住眞也君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 増住次長。 

○教育部次長（増住眞也君） はい。今現在、

課長が答えましたように、お手伝い的な方で、

一般公募でされてる方々で、この謝礼がです

ね、報償費という形で、いわゆる、謝礼金とい

う形で支出をされております。したがいまし

て、非常勤の職員ではない、はっきり言ってボ

ランティアに、――というような、区分けをす

るとですね、扱いになろうかと思います。 

 そういうことでですね、２８７ページのほう

にも、今後の方向性で見直しといって、検討の

余地ありというふうにしております。その中

に、現行の指導員については、非常勤職員の身

分保障を目指したいと。これはほかのところに

も全て書いてるんですが、実は、旅費をです

ね、支払いたくても、旅費が支払えない状況で

ありまして、そういう、例えば、事故にあって

も、何の補償もないというような扱いになりま

すので、それでは優秀な職員の、優秀な方々を

募集することは難しいということがありまし

て、やっぱきちっと身分をですね、保障してあ

げたいと。そして、その見直しをしたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 本当に、こういった形

で、今言われた、説明がありましたように、ボ

ランティアでそういった方のところにお手伝い

に来ていただくというのがあります。しかし、

その中で、やはりこの、保育園なんかは特に今

後、やっぱそういったこの子供のあれを、きち

っとした体制をつくっていく中には、当然、臨

時職員を、今、半分程度は雇われておられると

思うんですけれども、そういった姿がですね、

今後の体制をいろんな形で左右するのかなと思

います。そういうことで、やはり正職につかれ

るような体制、または身分を保障できるような

体制、そういうのをですね、本当はやっぱり信

頼できるような教職の立場で、今後は展開して

ほしいなと思うんですね。どうぞ、その点を含

めてですね、よろしくお願いしたいと思いま
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す。 

○委員（成松由紀夫君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 関連でよろしいでし

ょうか。 

 くま川教室指導員の、今、話でもあると思う

とですけれども、７５１万。これは故馬淵教育

委員長が大変一生懸命頑張られてですね、我々

が文教福祉のときにも管内視察して、非常にい

い取り組みなんですね。ニーズが多いんです

よ。そのニーズが多い中で、例えば、予算の拡

充と、その施設がですね、やっぱ（聴取不能）

ますね。入ってきて、改善された子は、また戻

っていかれる。そういった中で、あそこはキャ

パ２０がいっぱいいっぱいぐらいと思うとです

よね。キャパが２０でいっぱいいっぱいなんだ

けど、２０は２０かつかつのときに、入れない

子が、子供さんが出てきた。実際は、それ、お

断りしてる現状があっとじゃなかっですかね。

そこら辺の部分があって、今度は、１０人にな

ったときに、また入れても、またこうふえてと

いうようなこともあるでしょう。 

 そがんなると、これ、予算の拡充も目指さな

んし、現場の指導員の方々が大変努力して、む

しろですよ、学校でなかなか対応が効かなかっ

た部分まで、やはりこう少人数の中で、そうい

う指導員の方が手厚くして、また学校に復帰し

て行った。で、大変こう苦しんでいる家庭の保

護者さんの部分があって、やっぱくま川学校、

――教室に行って、この夏季キャンプってある

んですけど、そのサマーキャンプが不登校対象

でやった中で、対応を公民館でやってみたり、

くま川教室でやってみたり、そこの中で、子供

たち同士の人間関係ができたりとかっていうこ

ともある。しかし、サマーキャンプの周知がな

かなか行き届いてなくて、たまたまわかって、

知って、行ったら、物すごくよくて、でも、入

りたいけど、入れないというような現状もある

と伺ってます。 

 ですので、そこら辺の予算拡充も含めて、ど

ういう考えか、どうですか。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 塚副首席審議員兼課

長。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。今、御指摘のとおり、平成２２

年、２３年度ぐらいだったでしょうか、くま川

教室のほうに、もう２０人を超える子供たちが

やってまいりました。もう指導員の先生方も手

一杯な状況、そして、そのくま川教室もです

ね、もう人員が入れないような状況で、やはり

不登校児童、生徒がそのくま川教室に入りたい

と言ったときに、入れない状況がありました。

で、お断りされたというような状況がありまし

た。人員があいたということで、入れてはいた

だきましたけれども、そういうような状況で

す。 

 本課といたしましては、今、くま川教室が本

町４丁目ですかね、塩屋のほうにあります。あ

そこが、もうとてもこう立地条件がよくてです

ね、あまり目立たなくて、子供たちも安心して

そこに通えるような状況です。で、そこが、

今、くま川教室になっておりますけれども、そ

のくま川教室のキャパが狭いということで、今

後ですね、子供たちが通いやすいところで、も

う少し広い場所がないかどうか、また、指導員

をですね、広いところに持っていきましたら、

やはり人数等もふえてくると思いますので、指

導員のほうもふやしていきたいというふうに考

えております。そして、八代市の子供たちが、

こう安心してですね、通えるような、学校には

行けないけれども、くま川教室に行きたいとい

う子供たちが、もっと通えるようなですね、場

所にしていきたいというふうに考えておりま

す。 
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 以上、お答えといたします。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。要はですよ、

くま川教室ありきじゃなかっですよ、私が言い

よっとは。あくまで、学校に復帰していくため

の手当として。だから、くま川教室が立地条件

もいい、自転車でも行けるっていうような部分

もありますよね。ただ、不登校の中身について

は、段階的なものも設けなきゃいけないような

ところに来とっとじゃないかなていうとを思う

わけです。 

 例えば、もう保護者がついとって、送り迎え

でもしますよっていうような、こう、度合いで

言うたら、深い対応が――ちょっとついとかぬ

といかぬていうような子供さん方は、例えば、

宮地東小学校跡地もあるわけでしょう。まず、

そこに段階的に置くとか。その次に、くま川教

室、――今の立地のところに、もう大分なれて

きて、効果が見られてきたなっていったところ

で、こっちに持ってきてもらうと。もう自転車

で自分で、十分、教室に通学できるよと。する

と、もういっちょ、ほんなら、段階的に、じゃ

あ、学校のちょっと隣接したようなところで、

もう少し交流学級的に行けるレベルまで来たよ

とかっていうところで、少し３体系ぐらいつく

って、まだしとらぬでしょう、そういうような

ことも考えれば、非常にこう復帰しやすいし、

また、断るとか、非常に苦しんでるというとこ

ろが、断って、反発招くようなことにはならぬ

と思うんですよ。実際、ほら、市長への手紙と

か、教育長への手紙とかもあっとっとでしょ

う。もうそこら辺の中身は言いませんけど、た

だ、あのとき、教育長への手紙ばつくんなっと

きも、セイフティネットって言って、大々的に

しなったわけだけん。だけん、実際、そこら辺

はタイムラグがないようにして、速やかにこう

対応できるようなところを含めて考えると、今

後、ああだこうだ言いませんが、予算の拡充も

含めて、次長、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。その２のです

ね、２７４ページの要保護・準要保護就学援助

事業ですが、小学校が９６８名、中学校が６１

６ですけれども、要保護、準要保護の内訳は何

人ずつですか。 

 わかりませんか。じゃあ、わからないなら、

後でいいですけれども、何を聞きたかったかと

いうとですね、要保護、準要保護は、これ、国

庫補助ですから、国庫補助基準によって援助を

されてるだろうと思うんですよね。で、３０６

ページのですね、準要保護就学援助事業です。

これは給食費の援助ですけれども、これは市単

独なんですよね。要保護、準要保護について

は、国庫補助の基準に従って援助する。と、こ

の給食費については、市が単独でされている。

しかも、金額は６４００万ですから、結構な金

額ですけれども、右側にですね、活動内容の有

効性っていうところの中で、学校給食費の収納

率の向上が期待できるとあるんですよね。これ

は、ちょっと、――もちろん払いにくい人に援

助するわけですから、当然、市から入ってくる

わけですから、収納率は上がるんだろうと思う

んですけども、やっぱりそういうことでどうか

なと思うところあるんですが、この、いわゆ

る、単独で給食に支援をするというのにです

ね、やっぱり準要保護就学援助と書いてありま

すんで、じゃあ、要保護はどうするのか。い

や、要保護はもう国庫補助の基準内であるんで

すよと、ですから、単独でするのは、準要保護

ですよということなのか、その準要保護に対す

る、この、ここに認定をするて書いてあります
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けど、その認定基準ていうのはどうされとるか

ですね。そのあたりはわかりますかね。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） まず……。済みません。 

○委員長（田方芳信君） 塚副首席審議員兼課

長。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。要保護、準要保護の児童、生徒数

ですけれども、要保護、小学校が３０名、中学

校が３１名、計６１名です。また、準要保護の

児童、小学校９３８名、中学校が５８５名、計

１５２３名です。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。ですから、その

中で、３０６ページのですね、給食費を援助す

るという保護者が申請したときに、申請によっ

て認定するわけですね。その認定基準です。こ

れは国庫補助基準とは違うだろうと思うんです

よね。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 塚副首席審議員兼課

長。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。準要保護の認定基準は、所得ベー

スで算定し、世帯の合計所得額を需要額で割っ

た分の１.０以下を認定しております。分母と

なる需要額は、世帯構成員や人数や年齢等で変

動する数値です。需要額の具体例の一つとし

て、父が３５歳、母が３５歳、小学生１名、中

学生１名の４名の世帯の場合、需要額は月額１

８万７００８円というふうになります。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） じゃあ、最後に、この

給食費については、要保護者については、もう

国庫補助で救われているという理解でいいんで

すかね。簡単に。 

○委員長（田方芳信君） 桑田課長。 

○教育総務課長（桑田謙治君） 教育総務課の

桑田でございます。 

 給食費につきましては、要保護者につきまし

ては、生活保護のほうから支給されてるとこで

ございます。 

 以上でございます。（委員松永純一君「は

い。オーケー」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り）成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 済いません。 

 一つ、３１０ページ。生涯学習講座関連事業

なんですが、２１１万。右に、あまりこう順調

ではないということでありますけれども、地域

公民館講座の満足度が低下しており云々という

ところがありますですよね。 

 実はですね、この講座で非常に頑張られてる

先生方がいらっしゃってですね、物すごくこう

長きにわたって、子供たちが頑張っとって、人

間関係もできとってていうところが細々でも頑

張ってるところがあるわけです。どうしても、

なんか予算面とか、行政との連携のところにつ

いてのやっぱ御不満が、かなりちょっと聞こえ

とるところがあっとですよね。だけん、実際、

人数がちょっと減ってきて、講座の内容が、時

間帯が云々ということの部分が書いてあっとで

すけども、これ、２１１万になっとる中で、一

般財源１７２万入っとっとですが、このあまり

順調ではないというのが、どやんふうに担当課

としては捉えとんなっとか、よろしいですか。 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮崎課長。（委員成

松由紀夫君「３１０ページですね」と呼ぶ） 

○生涯学習課長（宮崎和喜君） はい。あまり
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順調でないというところでの評価でございます

けれども、こちらで行っております地域公民館

講座、それに対してアンケートをとりますけれ

ども、その内容が、若干、御不満というような

ところ、それからですね、なかなか地域の住民

の方々のニーズがしっかり捉えられていないと

いうところが、我々としては改善せぬといかぬ

というようなところでありまして。 

 それから、もう一つ、家庭教育学級というの

を各小中学校、幼・保育園で行っておりますけ

れども、その講座の内容が形骸化をしておりま

して、本当の親の学びになっていないところが

あると、形だけ、回数だけやっておるというよ

うな状況が見えておりますので、その辺は保護

者の方々あたりにですね、きちっとした講座を

開催していただけるような、本当の学びになっ

ていただけるような講座を開催していただける

ようにしていかなければいけないなというとこ

ろで、今、順調じゃないというような評価をし

てるところでございます。 

○委員（成松由紀夫君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。課長のそのお

気持ちはわかります。家庭教育学級については

ですね、本当にこう、本当に学んでほしい保護

者は来ずに、ある程度スキルが高くて、しっか

りこう取り組んでおられる保護者がいっぱい来

てですね、本当に聞いてほしい保護者はなんか

来られない現状というのがあるのは理解してお

りますが。 

 私は市民教室講座の部分でちょっと触れたっ

ですけども、やっぱ新しいニーズも必要だか

ら、アンケート上でこういうことが出てますと

いうのもしっかりしとられるみたいなので。た

だ、古きよき講座もあるわけですよ。そこは、

またしっかりお話を現場レベルと話されて、新

しいニーズの部分は、やはり新しいニーズでア

ンケートの中でやっていくというようなことで

取り組んでいただければというふうに思いま

す。 

 やっぱ教育費構成比率は、私はもう１０％あ

るべきだというのがあるもんですから、実際、

今回はですね、１０％超えたというても、要

は、ちょっと箱物とか、そういった耐震化の部

分で超えてるだけであって、本来のこの教育施

策に投資事業としてですね、やっぱり１０％目

指すんだということで、耐震関係とか、そうい

ったものがあれば、１２、１３行ってよかわけ

ですよ。やっぱ我々が文教のときに、先進地に

行くと、大体、どこも構成比は１０％です。１

０％超えとります。ですんで、やっぱ、これは

未来への投資事業で、やはりしっかりした人材

育成をして、また八代に帰ってきて、その子供

たちが、また八代のいろいろなふるさとを思い

ながらやっていくということを考えていくと、

予算要求もですよ、じゃんじゃんとは言いませ

んけど、しっかりされて、１０％超えられるよ

うに、増住次長、頑張っていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。その２の３００

ページの医療的ケア支援事業、これ、前は――

看護師の派遣の人工呼吸器の操作、維持、前は

家族の人がやっておられて、２５年度から専門

の看護師を派遣すると、これが平成２７年度で

終了ということでございますが、これは様子見

るということですか、それとも、もう２７年度

にはその生徒がいないっていうことかな。いな

いっていうことはおかしかろうばってん。は

い。お願いします。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） 委員長。 
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○委員長（田方芳信君） 塚副首席審議員兼課

長。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。２５年度現時点で、この子が高校

の１年ということでしたので、今現在、２年生

です。来年度で３年で卒業してまいりますの

で、そこで、一旦、切れるという状況になりま

す。 

○委員（中村和美君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。ということは、

後は、そういう生徒さんは、今んところはいな

いということでいいんですか。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 塚副首席審議員兼課

長。 

○教育部首席審議員兼学校教育課長（塚副 徹

君） はい。就学前のほうにいるとは聞いてお

りますが、この子がどういうふうな状況になる

かっていうのがちょっとわかりませんので、現

段階では、わかりかねるところです。 

○委員（中村和美君） それじゃあ、いいで

す。はい。 

○委員長（田方芳信君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） やっぱり身内がやると

いうのも非常に大変だろうと思うし、一日かか

りきりみたいなことになると思いますので、こ

の充実ちゅう、これはやっぱり、ある程度は予

備費か何かちゅうか、そんなんば使っとってで

すね、極端な言い方すれば、そういう子供さん

が来られたら、すぐ対応できるようなことをで

すね、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で、

第９款・教育費、第１０款・災害復旧費中、教

育部関係分についての質疑を終わります。 

 小会いたします。 

（午前１０時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４３分 本会） 

◎議案第９０号・平成２５年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９０号・平成２５年度八代市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算について、歳

入歳出、一括して説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）健康福祉部の上田でござい

ます。座って説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 平成２５年度国民健康保険、後期高齢者医療

及び介護保険、そして診療所のそれぞれの特別

会計の決算について、私のほうから総括をさせ

ていただきます。なお、この後、各担当課長が

説明する部分と重なる部分もあるかと思います

が、御了承いただきたいと思います。 

 まず、国民健康保険特別会計につきまして、

特別会計歳入歳出決算書の２ページ、３ページ

をお開きいただきたいと思います。よろしいで

しょうか。 

 総括表がありますけれども、総括表の、表の

上から１段目でありますが、国民健康保険特別

会計であります。歳入総額につきましては、１

８２億９４７１万円となり、前年度決算と比較

いたしますと１億４８１９万円、率にして０.

８ポイントのプラス、その横の歳出総額では１

８２億１４３５万円となり、対前年度比２億２

６８３万円、１.３ポイントのプラスとなって
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おります。 

 さて、国民健康保険は、自営業者や高齢者等

の年金生活者などが加入する国民健康、――国

民皆保険の中核を担う保険ではありますが、本

市におきましても、国の経済対策により、景気

が回復傾向とはいえ、国保加入者全体の底上げ

までは至っていない状況であり、また、少子化

の進行に伴う被保険者の若年層の減少などによ

り、被保険者の税負担能力が脆弱化する一方

で、被保険者の高齢化や医療技術の高度化など

を要因とした１人当たり医療費の増大により、

財政運営は大変厳しいものとなっております。

ただ、ここ一、二年は保険給付費の伸びが鈍化

傾向でありましたが、平成２５年度は対前年度

比で２.３ポイント伸びておりますことから、

今回、財政調整基金からの繰り入れを行ったと

ころでございます。 

 そのようなことからも、医療費の適正化、あ

るいは、生活習慣病の予防、特に特定健診につ

きましては、未受診者への直接的な働きかけや

さまざまな広報周知などを実施しておりますも

のの、平成２５年度の受診率は前年度を１.３

ポイント下回る３２.５％となっております。

その下回った原因を分析し、引き続き、知恵を

出し合いながら、受診率向上に向けて努力して

まいりたいと考えております。 

 なお、特定健診受診者のうち、治療を要する

人、あるいは、何らかの指導を要する人をあわ

せると、２６％を超えてきておりますので、人

工透析などの重症化予防のための保健指導を徹

底しているところでございます。そのほかに

も、ジェネリック医薬品の推奨や頻回受診等の

改善を促しているところであります。 

 他方、国民健康保険税の収納率につきまして

は、景気の回復傾向の中ではありますが、高齢

化の進行と相まって、現年度課税分について

は、前年度の収納率を維持した９３.２％とな

っております。今後も安定的な税収の確保に向

けて、関係課と一緒になって努力していかなけ

ればならないと考えております。 

 なお、国民健康保険の運営につきましては、

社会保障と税の一体改革に基づきまして、国が

消費税増税分１７００億円程度を保険者の財政

支援に充てることになっております。あわせま

して、医療制度改革によりまして、平成２９年

度を目途に、国保の保険者を都道府県に移行す

ることが予定されているところでございます。 

 続きまして、後期高齢者医療特別会計につき

ましては、表の２段目になりますが、歳入総額

が１６億３４７９万円で対前年度比０.８ポイ

ント、歳出につきましては１６億５１１万円と

なり、対前年度比０.９ポイントのプラスとな

っております。 

 この後期高齢者医療は、熊本県後期高齢者医

療広域連合が運営しておりますが、国保の加入

者が減少する一方で、７５歳以上の後期高齢者

は増加傾向にあり、それに伴う医療費も増大し

続けております。そのため、本市が広域連合に

納める納付金につきましても、対前年度比で１

６１３万円、率にして１.１ポイントの伸びと

増加の傾向にあるところでございます。 

 平均寿命が、昨年、初めて、男性の平均寿命

が８０歳を超え、８０.２１歳、女性は８６.６

１歳といずれも過去最高となり、女性は２年連

続世界一の座を保ったと報じられておりまし

た。ただし、健康寿命とは１０年近くかけ離れ

ていることも伝えられております。このことか

らも、健康寿命を伸ばしていくことが課題であ

りますので、引き続き、健康づくりの推進と介

護予防施策に取り組んでいかなければならない

と考えております。 

 なお、国民健康保険特別会計、後期高齢者医

療特別会計ともに、国保ねんきん課中村課長よ

り、詳細について説明させます。よろしくお願

いします。 

 続きまして、介護保険特別会計につきまして
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も総括をさせていただきます。 

 総括表の上から３段目になりますが、歳入総

額１２９億３３０５万円となり、対前年度比１

億４１４９万円、１.１ポイントの伸び、一

方、歳出総額は１２８億５６８１万円となり、

対前年度比９１７９万円、０.７ポイントの伸

びとなっておりますが、保険給付費だけで見て

みますと、対前年度比で２億５２０３万円、率

にして２.１ポイントの伸びでございます。 

 平成１２年度の介護保険制度導入以来、本市

におきましては、急速な高齢化の進展とともに

要介護及び要支援認定者もふえ続け、対前年度

比１２１名増の８００５名となっており、合併

後からしますと１０００人近くふえてきている

状況でございます。 

 このままで推移していきますと、介護保険財

政も今年度には１３０億円を超えることが予測

されます。これらのことから、国におきまして

は、今般成立した地域医療・介護総合推進法に

基づき、訪問介護と通所介護、いわゆる、ホー

ムヘルプサービスとデイサービスの予防給付事

業につきましては、保険給付から切り離し、市

町村事業として位置づけられ、また、一定以上

の所得のある利用者の自己負担の２割へ引き上

げなどが来年度から実施予定されているところ

でありますが、本市におきましても、現在策定

中の来年度からの第６期介護保険事業計画の中

で、それに向けて準備を進めているところでご

ざいます。 

 それでもなお、介護保険財政は厳しい運営を

迫られることになると思われますので、社会保

障制度改革の中での国の財政支援を期待する一

方で、要介護状態に陥らないよう、高齢者みず

からが気軽に取り組むことのできる介護予防や

生きがいづくり、あるいは、何度も申し上げま

すが、健康寿命を伸ばしていくために、若いと

きからの健康づくりの推進に力を入れていかな

ければならないと考えております。一方で、介

護が必要となった場合には、在宅で自分らしく

暮らすことができるよう、地域包括ケアシステ

ムの構築を加速化させてまいりたいと思ってお

ります。 

 続きまして、診療所特別会計の総括をさせて

いただきます。 

 総括表の下から３段目になりますが、本市が

所管する診療所は、泉校区の下岳地区にありま

す下岳診療所、五家荘地区にあります椎原診療

所、そして、柿迫地区にあります泉歯科診療所

の３診療所です。下岳診療所は、委託先の八代

郡医師会所属の診療所から医師に来ていただ

き、毎週火曜日と金曜日に診察するものです。

また、泉歯科診療所は毎週土曜に、委託先の八

代歯科医師会所属の歯科医に来ていただいて診

察していただいております。椎原診療所につき

ましては、県のほうから自治医科大出身の医師

を派遣していただき、常駐の上、五家荘地域住

民の医療をお願いしております。平成２５年度

は、歳入歳出とも８１９２万円で、対前年度比

で４７万円、０.６ポイントのマイナスとなっ

ており、診療所事業収入では、前年度より２２

万円、０.５ポイントのプラスとなっておりま

す。その分、一般会計からの繰入金は、対前年

度比で２６万円、０.９ポイントのマイナスと

なっておりますが、これは、人口減少が進む中

で、椎原診療所の患者数が伸びていることがそ

の一因であります。なお、地方における医師不

足が懸念されておりますが、泉地区は、過疎化

が進むとともに、高齢化の進行も著しいものが

あります。そのような中で、椎原診療所につい

ては、五家荘という地域性に鑑み、地域住民の

適正な医療を確保するためにも、引き続き、県

に対して、医師の常駐を働きかけてまいりたい

と思います。 

 以上、健康福祉部が所管します特別会計決算

の総括とさせていただきます。 

 詳細につきましては、介護保険特別会計を長
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寿支援課小林課長より、また、診療所特別会計

につきましては、あす、泉支所市民福祉課小川

課長より決算の内容について説明をさせていた

だきます。どうぞ、よろしく御審議お願いいた

します。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 中村国保ねんきん課

長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。 

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）国保ねんきん課の中村で

す。よろしくお願いします。着席の上、説明さ

せていただきます。 

 それでは、議案第９０号・平成２５年度八代

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

御説明いたします。 

 歳入につきましては八代市特別会計歳入歳出

決算書、歳出につきましては平成２５年度にお

ける主要な施策の成果に関する調書及び土地開

発基金の運用状況に関する調書にて御説明いた

します。説明につきましては、１０００円単位

で申し上げます。 

 それでは、平成２５年度における主要な施策

の成果に関する調書その３のほうをよろしくお

願いします。３５９ページをお願いいたしま

す。 

 特別会計、国民健康保険の歳入歳出一覧表で

ございます。この表の下段、合計の行に（Ａ）

とありますところ、歳入決算額は１８２億９４

７１万１０００円で、予算額に対して９９.２

％、同じく（Ｂ）とございますところ、歳出決

算額は１８２億１４３５万７０００円で、予算

額に対して９８.８％の執行率でございます。

その下、歳入歳出差引額は８０３５万４０００

円となっております。 

 それでは、歳出の主なものについて御説明い

たします。 

 一覧表の右側、科目１・総務費で１億７８７

６万９０００円。 

 内訳の主なものでございますが、（１）一般

管理費の１億７２２１万９０００円は、職員の

人件費や保険証及び納税通知書等発行に要する

事務費等でございます。 

 （２）連合会負担金６３７万５０００円。こ

れは国保連合会が行う事業等経費に対する負担

金でございます。 

 （４）運営協議会費１７万５０００円でござ

いますけれども、これは国保事業の運営に関す

る重要事項を御審議いただく国民健康保険運営

協議会に係る委員報酬などが主なものでござい

ます。 

 続いて、科目２・保険給付費は１２１億１１

０５万９０００円でございます。 

 国保事業の根幹を成す事業でありますが、決

算額は前年度から約２億７０００万円ほど伸び

ております。率にして２.３％の増加となって

おります。これは被保険者の高齢化や医療費の

高度化によるものと考えております。 

 （１）療養諸費１０５億９８１５万１０００

円は、被保険者の医療機関等での窓口負担分を

除いた、いわゆる、保険者負担分でございま

す。 

 （２）高額療養費１４億３０８３万７０００

円は、１月当たりの医療費が高額となった場合

に、その世帯の収入に応じて定められた自己負

担額を超えた分を申請により払い戻すものでご

ざいます。 

 （５）出産育児諸費７４８０万５０００円

は、加入者が出産されたときに一時金として子

供１人当り３９万円、産科医療補償制度加入の

場合は４２万円を給付するもので、１８０件分

でございます。 

 （６）葬祭諸費６７８万円は、加入者が亡く

なられたときに、その葬祭を行った方に対して

１人当たり３万円を支給するもので、２２６件

ございました。なお、保険給付費に係る予算執
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行率は９９.２％となっております。 

 次の科目３・後期高齢者支援金の２１億４５

８９万８０００円は、後期高齢者医療制度に対

する本市国保保険者としての負担分でございま

す。 

 次の科目４・前期高齢者納付金は２１５万４

０００円で、これは平成２０年４月の医療制度

改革により新設されたもので、６５歳から７４

歳までの前期高齢者の医療費について、制度上

発生する医療保険制度間の財政的な不均衡を調

整するために納付するものでございます。 

 次に、科目６・介護納付金は９億８４７９万

６０００円で、４０歳から６４歳までの介護保

険２号被保険者の納付金でございます。 

 次の科目７・共同事業拠出金は２４億４０３

１万２０００円でございます。これは国保連合

会が事業主体となり、高額な医療費の急増な

ど、不安定要因の緩和や財政の安定化を目的と

して、県内市町村保険者が共同して行う事業へ

の拠出金でございます。 

 次の科目８・保健事業費は１億３１６８万１

０００円で、詳細は後ほど御説明いたします

が、（１）特定健診８１６２万２０００円は、

４０歳から７４歳までの国保加入者を対象にメ

タボリックシンドロームに着目した健診を行う

特定健診事業と健診の結果、生活習慣の改善が

必要な方への指導を行う特定保健指導事業の２

つの事業に要した費用でございます。 

 （２）上記以外の保健事業費５００５万９０

００円は、主にレセプト点検や重複頻回受診者

への訪問相談などの医療費適正化事業、脳ドッ

ク、はり・きゅう助成などの疾病予防事業等に

要した経費でございます。 

 次の諸支出金２億１９５９万６０００円の主

なものは償還金で、平成２４年度に概算で交付

されました国からの負担金等につきまして、実

績に基づき超過分を返還したものが主なもので

ございます。 

 以上、歳出合計は１８２億１４３５万７００

０円となっております。 

 右のページは医療費の状況でございます。平

成２５年度の本市国保における医療費総額は、

表の右側、療養諸費の合計１４５億３６２３万

７０００円でございます。前年度と比較します

と、２.４％増加しているところですが、医療

費総額について、ここ数年の動向を見ますと、

平成２０年度１３６億円だったものが、平成２

５年度は１４５億円となり、約７％伸びており

ます。一方、被保険者数は徐々に減少しており

まして、平成２０年度の４万４３４９人から平

成２５年度は４万１０９５人となり、約７.３

％減少しております。１人当たりの医療費は、

平成２０年度、約３０万８０００円から平成２

５年度は約３５万４０００円で、約１５％伸び

ております。今後、６２歳から６７歳の、いわ

ゆる、団塊の世代の方々が社会保険から国保へ

加入されるなど、高齢者の加入率が急速に高ま

ることによりさらなる医療費の増加が見込まれ

るところでございます。 

 それでは、引き続き個別の事業について御説

明いたします。３６１ページをお願いいたしま

す。 

 国保保健指導事業でございます。生活習慣病

の重症化・合併症の予防を図り、さらに適正受

診の啓発等により医療費の抑制を図るため、日

常生活指導を実施するものでございます。保健

師により、一月に４カ所以上の異なる医療機

関、もしくは同じ診療科を２カ所以上受診して

おられる重複受診者や一月に同じ医療機関を１

５回以上受診しておられる頻回受診者に対して

戸別に訪問し、療養上の日常生活指導及び適正

受診に関する指導や服薬指導等を行うとともに

自主的な健康づくりを支援しております。 

 平成２５年度の決算額は１４９万３０００円

となっております。非常勤職員の賃金が主なも

ので、訪問いたしました件数は、重複受診者が
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１４２人、頻回受診者が４１人でございまし

た。 

 右のページの今後の方向性といたしまして

は、さらなる医療費削減につながりますよう

に、対象者の抽出方法の見直しや指導内容を工

夫するなど、さらに事業効果を高める対策を考

えながら取り組むこととしております。 

 ３６３ページをお願いいたします。 

 疾病予防事業でございます。医療費の適正化

を図り、国保事業の健全運営に資するため、疾

病の早期発見及び症状の緩和、医療費に係る啓

発活動等に関する各種事業を実施を行うもので

ございまして、事務事業の概要は、１年間無受

診であった世帯を健康優良家庭として表彰した

り、脳ドック費用として１人１万５０００円の

助成やはり・きゅう等の施術に対し、年１５回

を上限に１回当たり１０００円を助成しており

ます。また、適正受診の推進及び医療機関等に

よる診療報酬等の不正請求防止を図るため、被

保険者に対しまして、受診日数や医療費の額等

をお知らせする医療費の通知を年４回発送する

などの事業を実施しております。 

 平成２５年度の決算額は４５５８万１０００

円で、特定財源の８４７万２０００円は県から

の特別調整交付金でございます。健康優良家庭

表彰記念品代としまして８００世帯に４３２万

３０００円、はり、きゅう等の助成としまして

９２５２件で９２５万２０００円、脳ドック助

成といたしまして６３２件、９４８万円などを

いたしております。予算額に対して４３０万ほ

どの不用額がございますけれども、優良家庭表

彰の記念品の単価が見積もりよりも安価であっ

たこと、脳ドックの受診者が予定より下回った

ことなどによるものが主なものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、今後、この

事業は、被保険者の健康の保持、増進及び医療

費に対する意識を高めることを目的としてお

り、また、脳ドックやはり・きゅう施術の助成

等、既に被保険者に定着しておりますので、事

業内容の周知にさらに取り組み、事業の効果を

高め、医療費の適正化につなげるように実施す

ることとしております。 

 右の、済みません、――３６５ページの特定

健診事業でございますが、この事業は糖尿病等

の生活習慣病、特にメタボッリクシンドローム

の該当者、予備軍を減少するため、保健指導が

必要な方を的確に抽出し、生活習慣の改善と生

活習慣病の予防を目的とするものでございま

す。 

 事業の概要でございますが、４０歳から７４

歳までの国民健康保険加入者を対象に、腹囲の

測定及び肥満度の算出などを行い、基準値以上

の人で血糖、脂質、血圧、喫煙習慣の有無によ

り、生活習慣病予防のための保健指導を必要と

する方を抽出するために実施するものでござい

ます。 

 決算額は７３９５万８０００円で、特定健康

診査委託料が主なものでございます。国、県支

出金の４０４４万４０００円は、国、県同額の

２０２２万２０００円を収入いたしておりま

す。不用額３２８４万円ほどございますけれど

も、健診受診者が予定を下回ったために不用額

となっております。 

 右のページ、今後の方向性では、糖尿病等の

有病者、予備群を減少するためには、自己負担

金の軽減や受診者全員の無料化等検討の余地は

あると考えられます。より効果的な健診ＰＲと

ともに、また、受診者にとって効果的な受診の

機会が確保できるよう、医師会など関係機関と

協議を図りながら、受診率向上を目指してまい

ります。 

 ３６７ページお願いします。 

 特定保健指導事業でございますが、この事業

は、動脈硬化の原因となるメタボリックシンド

ロームの方に対して、生活習慣改善等の保健指

導を早期に介入することで、糖尿病や心筋梗
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塞、脳梗塞等の疾病を未然に防ぎ、疾病の発症

及び重症化を予防することを目的とするもので

ございます。事業の内容は、健診の結果、質問

票から、生活習慣の改善が必要な積極的支援、

動機づけ支援の対象者を抽出し、生活習慣の改

善を図るため保健指導を行うものでございま

す。また、保健指導では、健診結果により自分

の体の状態を知り、生活を振り返り生活習慣改

善の行動目標を設定するとともに、その行動目

標が実践できるように支援を行うものでござい

ます。 

 決算額は７６６万３０００円で、特定保健指

導委託料５９４万４０００円と事務費等１７１

万９０００円が主なものでございます。国県支

出金の５０３万円は、国・県同額の２５１万５

０００円を収入いたしております。 

 右のページの今後の方向性でございますが、

生活習慣病の重症化予防に取り組むためには、

特定保健指導だけではなく、特定保健指導の対

象とならない情報提供のハイリスクの方に対し

ても保健指導が求められますことから、健康増

進事業の中で取り組むこととしております。 

 以上、主要施策についての説明を終わりまし

て、引き続き、歳入について御説明いたしま

す。八代市特別会計歳入歳出決算書に基づき御

説明いたします。 

 決算書の１６、１７ページをお願いいたしま

す。 

 金額につきましては、右ページの右から４列

目、収入済額で申し上げます。なお、歳出同

様、千円単位で御説明いたします。 

 第１款・国民健康保険税は３３億５６５６万

５０００円でございます。項１・国民健康保険

税、目１・一般被保険者国民健康保険税の収入

済額は３１億５９１６万２０００円でございま

す。節１から節３までは現年課税分、節４から

節６までは滞納繰越分でございます。これらの

一般被保険者に係る収納率につきましては、現

年度分は９２.８９％、滞納繰越分は１０.５３

％となっております。 

 目２・退職被保険者等国民健康保険税の収入

済額は１億９７４０万２０００円でございま

す。目１と同様に、節１から節３までは現年課

税分、節４から節６までは滞納繰越分でござい

ます。これらの退職被保険者に係る収納率につ

きましては、現年度分が９７.３５％、滞納分

１６.１９％となっております。 

 なお、国保税収入済額は、前年度に比べ約１

億１７００万円、率にして３.４％減少いたし

ておりますが、一般と退職あわせました現年課

税分の収納率は９３.１５％で、前年度の９３.

１２％から０.０３％向上いたしております。 

 次の１８、１９ページをお願いいたします。

第２款・使用料及び手数料、項１・手数料、目

１・督促手数料３０６万４０００円は、滞納世

帯への督促状送付の手数料収入でございます。 

 第３款・国庫支出金は５４億１８０１万６０

００円でございます。項１・国庫負担金、目１

・療養給付費等負担金は３４億７３６７万６０

００円でございます。これは、一般被保険者の

療養給付費などの費用の３２％が国から概算交

付されたものでございます。 

 目２・高額医療費共同事業負担金の９０３０

万円は、高額医療費共同事業医療費拠出金に係

る国の負担金でございます。負担割合は、対象

となる拠出金の４分の１となっております。 

 目３・特定健康診査等負担金は２２７３万７

０００円でございます。これは、特定健診事

業、特定保健指導事業に係る国の負担金で、と

もに負担割合は、対象経費の３分の１となって

おります。 

 項２・国庫補助金は１８億３１３０万３００

０円でございます。目１・財政調整交付金１８

億２８６９万９０００円で、節１・普通調整交

付金１４億１０６８万６０００円と節２・特別

調整交付金４億１８０１万３０００円となって
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おります。普通調整交付金は各市町村の財政力

の不均衡を調整するために、また、特別調整交

付金は各市町村保険者の特別事情や特別な事業

の実施に対して国から交付されるものでござい

ます。 

 目３・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

２６０万４０００円は、７０歳から７４歳まで

の被保険者の一部負担割合が２割とされている

ところを１割とする特例措置に伴い、高齢者受

給者証の再交付に要した費用に対する概算補助

でございます。 

 第４款・療養給付費等交付金でございます

が、次の２０、２１ページをお願いいたしま

す。 

 ２１ページの項１・療養給付費等交付金９億

２７７１万３０００円は、退職者の医療に充て

るために、社会保険診療報酬支払基金から概算

で交付されたものでございます。 

 第５款・前期高齢者交付金は３４億４５４５

万４０００円でございます。これは、歳出で御

説明いたしました保険給付費のうち、６５歳か

ら７４歳までの被保険者の医療費について、制

度上発生します医療保険制度間の不均衡を調整

するための交付金でございます。 

 第６款・県支出金は１０億６５１３万８００

０円でございます。項１・高額医療費共同事業

負担金９０３０万円でございます。これは、国

庫負担金と同様、県の負担分で、負担割合は４

分の１となっております。 

 目２・特定健康診査等負担金は２２７３万７

０００円でございます。これも、国庫負担金と

同様、県の負担分で、負担割合は３分の１とな

っております。 

 項２・県補助金、目１・県調整交付金は９億

５２１０万１０００円でございます。内訳は、

節１・普通調整交付金で８億８４４１万円、節

２・特別調整交付金で６７６９万１０００円と

なっております。普通調整交付金は、県内市町

村国保の保険者の財政を調整するために交付さ

れるもので、特別調整交付金は、収納率が向上

した場合や医療費適正化対策事業を行ったり、

保健事業を行った場合等に県から交付されるも

のでございます。 

 第７款・共同事業交付金は２３億６５９６万

９０００円でございます。項１・共同事業交付

金は２３億６５９６万９０００円でございま

す。項１・共同事業交付金、目１・高額医療費

共同事業交付金３億３０４５万６０００円と目

２・保険財政共同安定化事業交付金２０億３５

５１万２０００円は、共同事業の対象となった

医療費の財源として国保連合会から交付された

ものでございまして、交付割合は１００分の５

９となっております。 

 第８款・財産収入、項１・財産運用収入、目

１・利子及び配当金は、国民健康保険財政調整

基金の預金利子３８６万３０００円でございま

す。 

 第９款・繰入金は１５億２９００万７０００

円でございます。項１・一般会計繰入金で１０

億８９００万７０００円を繰り入れておりま

す。これは、全て法定繰入分、いわゆる、ルー

ル分でございます。内訳といたしまして、節１

・職員給与費等繰入金１億７３４７万８０００

円は、国保事業に要します人件費などに要する

費用に対するものでございます。２２、２３ペ

ージをお願いいたします。節２・出産育児繰入

金は、５０１４万円を繰り入れておりますが、

出産育児一時金の決算額の３分の２相当額でご

ざいます。節３・保険基盤安定繰入金６億４８

０５万９０００円は、一般被保険者の低所得世

帯に係る保険税を軽減したことにより生じます

財源不足に対するものでございます。節４・財

政安定化支援事業繰入金２億１７３３万円は、

病床数が多いなど、地域の特性による国保財政

の負担の増加に対する支援分でございます。 

 項２・基金繰入金、目１・財政調整基金繰入
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金は４億４０００万円でございますが、医療費

増加等の影響で財源不足が生じましたことか

ら、基金の一部を取り崩し、繰り入れておりま

す。 

 第１０款・繰越金は、前年度決算の剰余金１

億５８９９万３０００円でございます。 

 第１１款・諸収入は２０９２万４０００円で

ございます。項１・延滞金加算金及び過料、目

１・一般被保険者延滞金４０４万２０００円は

保険税の滞納に対する延滞金でございます。 

 項３・雑入は１６８８万１０００円でござい

ますが、その内訳は、目１・一般被保険者第三

者納付金１３８７万５０００円と目２・退職被

保険者等第三者納付金１２８万円でございま

す。これは、国保加入者が交通事故など、第三

者行為の被害者となった場合に、治療のために

一時的に保険を使用された場合、過失割合等に

応じて加害者に請求し、徴収したものでござい

ます。目３・一般被保険者返納金は１１５万５

０００円で、これは、一般被保険者が社会保険

の資格を取得された後に、八代市の国保の保険

証を提示されて医療機関を受診された場合、保

険給付費を御返納いただいたものが主なもので

ございます。 

 次の２４、２５ページをお願いいたします。

目５・雑入２７万５０００円、――済みませ

ん、８０００円は、臨時職員雇用保険料の自己

負担分などでございます。 

 目６・特例措置療養費一部負担金は２８万４

０００円でございますが、これは、平成２０年

４月１日から７０歳以上７４歳未満の被保険者

の負担割合が２割とされておりましたが、特例

措置により、平成２６年、――今年度の３月３

１日までは１割に据え置かれておりましたの

で、その差の１割分を国が負担したものでござ

います。 

 以上、歳入の合計は１８２億９４７１万円で

ございます。 

 最後に３８ページをお願いいたします。実質

収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１８２億９４７１万１０００円、歳

出総額１８２億１４３５万７０００円、歳入歳

出差引額８０３５万４０００円で、実質収支額

も８０３５万４０００円となっております。こ

の実質収支から前年度の実質収支１億５８９９

万３０００円を差し引いた単年度の収支は、７

８６３万９０００円の赤字となっております。 

 国保を取り巻く環境は依然として厳しい状況

が続いておりますので、引き続き、医療費の適

正化、疾病予防、収納率の向上などに努めます

とともに、国において社会保障と税の一体改革

の中で検討されております保険者機能強化のた

めの国保財政基盤の安定化、広域化など、今後

の医療制度の改革の動向について注視しなが

ら、国保財政の健全な運営に努めていかなけれ

ばならないと考えております。 

 以上で、議案第９０号・平成２５年度八代市

国民健康保険特別会計歳入歳出決算について御

説明を終わります。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（松永純一君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。国保財政のです

ね、全体的な部分ですけれども、形式収支は８

０００万、黒字ですね。で、今、説明がありま

したように、繰越金が１億５９００万ですか

ら、単年度の実質収支は７９００万の赤字なん

ですね。加えてですね、繰入金が４億４０００

万あるんです。もちろん、積立金も３９０万あ

りますけども、実質の単年度収支は５億以上の

ですね、５億２０００万ぐらいなると思うんで

すが、赤字なんですよね。基金が４億４０００

万繰り入れれば、１５億のものは１０億ぐらい

になってくると。 
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 二、三年前だったですか、福島市長のとき

に、税率を下げるという条例改正案と当初予算

がですね、提案されて、それは当初予算のほう

は訂正っちゅうかですね、――条例改正のほう

は否決をしたんですね。国保の、結局、この２

５年度の決算の厳しい状況がですね、そのとき

にも、大体、伺えたわけですから反対をしたん

ですけれども。でですね、これ非常にですね、

この国保財政が、ここまでですね、逼迫してく

ると、つまり、基金ていうのはですね、赤字補

塡はできますけども、本来の目的は、やっぱり

インフルエンザの蔓延とかですよ、それから、

腎臓の治療とかですね、そういった不慮の事態

に対応できるようにするのが、私は基金の目的

だろうと思うんですね。 

 そういったことを考えると、課長、どうなん

ですか。この２６年度、まだ半年ですけども、

我々は２７年度にこの中期的な国保財政を見た

ときに、何らかの、やっぱり税率を上げるとか

のことをもう今、考えておられますか、どんな

ですか。まだそこまではないだろうというよう

なお考えなのか、そこを少しちょっと心配して

もおりますので。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 中村課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。た

だいま委員のほうから御指摘がございましたけ

れども、平成２５年度におきまして４億４００

０万、基金からの取り崩して繰り入れまして、

あと、基金残高が１０億５０００万ほどとなっ

ております。 

 ２５年度において、低所得者の税負担軽減と

いうことで、それぞれ０.５割上増しの軽減拡

充という条例改正をお願いいたしまして、実施

しとるところでございますけれども、その低減

したことにより影響額て申しますのが、約５０

００万。税額を軽減した額ちゅうのは、影響額

としては５０００万程度でございます。 

 それと、その２５年度の条例改正をお願いし

た際に、収納率が向上してるということと２３

から２４年度にかけての医療費が鈍化、――そ

れほど伸びていないということで、医療費も伸

びていないちゅうことで、税負担を軽減しても

大丈夫だろうということで、条例改正について

も御承認いただいたところでございます。 

 ただ、２５年度につきましては、被保険者数

は減少しておりますけれども、先ほども、まだ

細かな分析はしておりませんけれども、国保加

入者、大体、構成、――加入していらっしゃる

方ちゅうのが高齢の方、年金所得者の方が多い

ですけれども、高齢化に伴い、医療費も高額に

なる。１人当たりの医療費の単価も上がってい

るということで、平成２４年度につきまして

は、３３万９０００円だったかと思います。医

療費、――１人当たりの医療費ちゅうのは。２

５年度につきましては、３５万ほど、１万四、

五千ほど１人当たりの医療費、伸びておりま

す。 

 委員のほうから、今、お尋ねがありましたけ

ど、給付に見合う負担、税率というのを考えな

ければいけないんでしょうけれども、ただ、こ

の時期、消費税も上がりますし、年金も下がり

ますし、その辺を慎重に。税率の見直しという

言葉がございましたけれども、先ほど部長のほ

うからもありましたけれども、平成２９年度を

目途に国保の保険者は県のほうに移行するとい

うことで、その辺も、そういう流れの中で、税

率の見直しとか、可能なのかも、その辺も考え

ないといけないんですけれども、その辺は経済

状況を見ながら判断したいなと考えておりま

す。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 対策としてですね、医

療費の適正化とか、徴収率の向上とか、一口に
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言うんですけれども、なかなか厳しいところが

あると思うんですね。ですから、県に移行がで

すね、スムーズにいけばいいんですけれども、

いわゆる、６団体とか何とかっていうのは反対

してる部分もあるもんですから、心配してるわ

けですけども、その辺うまくやっていったらい

いのかなと思います。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。関連です。 

 今、１人当たりの医療費が３億８０００万、

――３０万８０００円か。１人当たりがです

ね、医療費がですね。それと、高額の療養給付

が、高額になりますと、これが３５万４０００

円ですか。そういった姿で医療費、それと、１

人当たりの医療費が上がってきとるという流れ

を考えますならば、やはり、健診率がやっぱり

相当そこに重要されてくるんじゃないかなと私

なりに思うんですけれども、そこの健診、――

いろんな形の健診は、やはりこの市民の方々が

やっぱり受けていただくというような対策をで

すね、やはり図っていく必要があるんじゃない

かなというふうに私はそう考えます。 

 そこで、やはり、もうこれは、もういつもの

心配事なんですけれども、当然、やっぱりそれ

ぞれ文章ではなかなかこの市民の皆さん方、気

につかれないところがあるわけですけれども、

何らかの呼びかけでですね、やはり健診をして

いただくというような、そういったところも必

要じゃないかなというふうに思われます。 

 それと、もう一つ、脳ドックのこの助成がど

こだかにありましたですね。そういった助成が

あるんですけれども、今ここに出とる脳ドック

の助成はどういった、疾病予防の事業のところ

なんですけれども、３６３ページの。これにつ

いては、どういった、――自分で申し込んであ

れしたときと市からの何らかの形で連絡があっ

て脳ドックを受けるというこういったところに

は助成があるんだろうと思うんですけれども、

そういったところはどういった関係で、助成が

ある、なしになっとっとですかね。そこらあた

りをひとつ教えてください。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） はい。医療給付係長の吉田でござい

ます。 

 脳ドックにつきましては、まず、年２回ほど

募集をかけております。広報紙に挟みます専用

の募集の用紙に基づきまして、その中で、病院

ごとの受け入れできるような人数を記載いたし

まして、その中で、はがき、もしくは封書でこ

ちらのほうに申し込んでいただきまして、そこ

で募集が多い、集中した病院につきましては抽

選、それ以外の方については全員申し込みを受

け付けます。その後、直接、御本人さんが、そ

の当選した方、または、おおむね、最近は全員

受診というケースもかなりあるんですけど、病

院のほうと日程等を調整していただきまして、

そして、そこでその日を決めていただきまし

て、その後、病院からこちらのほうに助成金の

請求が上がってくるというような流れになって

おります。以上でございます。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） ということは、市から

そういった申込用紙、はがき、それに応募し

て、抽選でだろうと思うんですけども、それ

は、もしも、外れた人はどうなるんですかね。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） 病院ごとの申し込み、――現在、八

代市では、５医療機関のほうで脳ドックを受診
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できる病院がございます。その中で、ちょっと

大きめの病院なんですけど、そこに関しては、

募集人数、――募集人数と言いますのは、こち

らはその病院がこの脳ドックにその時期受け入

れる人数ということになりますけど、受け入れ

る人数を超えた場合につきましては、その中

で、まず、抽選をいたしまして、そして、キャ

ンセルが出た場合のキャンセル待ちをいたしま

す。 

 ただ、実際、そんなに多くの、たくさんのと

言いますか、募集の時期に、年度によりますけ

ど、１０人、２０人ぐらい程度の募集を超えた

人数ということになりますので、そういう形

で、その年はその方は受けられないというよう

な方も中にはいらっしゃいます。 

 ただ、ほかにまだちょっと、ほかの病院につ

いては、まだ定員を満たない病院も発生しとる

というような状況でございます。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。そうすっと、そ

ういった形でですね、企業側からの、今のそう

いった、――企業が病院に対して申し込みして

あれすっでしょう。あれは社会保険ですかね。

そういった場合は、どうなるんですかね。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） 八代市脳ドックでこの実施してます

事業につきましては、国民健康保険加入の方を

対象とした脳ドックということですので、また

社会保険とか、その他の保険につきましては、

それぞれの制度で実施されてるいろんな制度が

ございますということで承知しております。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 国保の場合で、その抽

選漏れしたその方が、またもうその次の年、申

し込まれるということはなかなかないんだろう

と思うんですけども、そこで、そういったとこ

ろで、もうその健診を諦めていくというのが出

てくるんじゃないかなと思うんですね。せっか

く、申し込んで、今、もうなかなかそのとき受

けられなかったら、もう助成金も、次、自分

で、個人で申し込んだ場合は助成金を受けられ

ないという形で受診をされるちゅうのが出てく

る、発生するだろうと思うんですね。そういっ

たところをもう少し、何とか、どがんかでけぬ

ですかね。そこのところをどういうふうに考え

れば、そういったところで健診できるような形

になりますかね。そういった検討をされとりま

すかね。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） 脳ドックのその前に、御意見いただ

きました健診を受けるということが大切である

と、そこの部分が一番大切な部分かと思います

けれども、健診の基本と言いますのは、脳ドッ

クよりも、まず、特定健診、――基本的な体の

状態を見る特定健診ということが一番大切な部

分になってくるかと思います。委員さん、一番

冒頭に御意見として申された部分でございま

す。 

 そこの受診を上げていくことにプラスして、

脳ドックはまたそこの部分も兼ね合いあります

けど、ちょっとその部分よりも脳を中心とした

ドックということになりますので、脳ドックに

ついての御意見、今、いただきましたいろんな

施策については、今後また、御意見を踏まえて

考えてはいきたいと思いますけど、冒頭おっし

ゃいました基本的な健診についてに対応するこ

とが第一義的な対策かと考えております。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） そのまま。特定健診で

すね。本当、最初に申し上げておりました特定

健診のそういったこの受診率を、健診率を上げ
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るという。 

 本当に、何らかの形でも、それぞれの議員さ

んが言われておりましたけれども、やっぱそう

いう、やっぱりチラシとか、あるいは、文書で

という姿で、なかなか見られないちゅうのがあ

りますね。関心を持ってしておられるのは、そ

れぞれ受けられますけれども、一つ外れたら、

もうなかなか忘れて、もう次の機会には受けな

いというのが出てくるんですけども、そういっ

たところの今の対応ちゅうのはどういうふうに

なりますかね。 

○はつらつ健康課長（蒲生尚子君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 蒲生課長。 

○はつらつ健康課長（蒲生尚子君） はい。お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）はつらつ健康課の蒲生です。よ

ろしくお願いします。 

 特定健診の受診率向上のための対応というこ

とで御質問ですが、これまでのやり方と現在や

っている方法についてお知らせをしたいと思い

ます。 

 ２月に健診申し込みを一括で申し込みとりま

す。それは、集団健診等でする場合に、１日の

健診の人数等の把握が必要なために申し込みを

とります。が、通年、申し込みはとっている状

況でございます。 

 まず、周知といたしましては、医療機関や公

共施設、スーパー等を通しまして、健診のポス

ター等の掲示をいたしております。また、のぼ

り旗やステッカーの設置なども今までいたして

おります。それと、市の広報紙、ホームペー

ジ、ラジオ等を活用いたしまして、広報活動を

行っております。また、ゆめタウンとか、イオ

ン八代等の特設会場で健診ＰＲ会等も実施いた

しております。 

 それと、健診のメリットとか、生活習慣病予

防等のリーフレット等を作成いたしまして、市

報等への折り込み、全世帯に配布しているとこ

ろでございます。 

 それと、健診の必要性とか、生活習慣予防に

ついてですけれども、前年度までございました

国保の健康づくり推進協議会とタイアップいた

しまして、会議とか、集会の場を通じまして、

国保と一緒に現在の医療費の状況とかも含めま

して、健診の必要性についてのＰＲ会等も行っ

ております。 

 また、住民自治協議会が設置されまして、そ

ちらとの連携もとらせていただきながら、受診

の必要性について等も講和等を含めてですね、

お話をしているところです。 

 それと、未受診者に対しましては、医療機関

等も集団健診が７月の初めに終わりますので、

その後は、医療機関健診に移ります。医療機関

健診をお受けいただくように未受診者の方には

個別通知を行っております。黄色い受診券が届

くと思います。それと、健診前には、個別で受

診勧奨等も行っているところでございます。 

 あと、健診等の利便性を図るために、がん検

診等をいろいろながんの検診と一緒に受けてい

ただくような複合検診等も行っておりますし、

地域に出向く巡回健診等も受けやすい体制とい

うことで行っているところです。 

 いろんな方法で工夫しながらやってはおりま

す。まず、委員さん御指摘のとおり、地域に出

向いての健康教育等も、これからは充実してい

って、ＰＲに努めてまいりたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。いろいろと連絡

方法については、周知がもう本当に大変だろう

と思いますけれども、そういった方法でひとつ

いろいろな体制をよろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 そういう中でですね、なぜ、脳ドックを私が

これ中心的に申し上げますかちゅうと、近ごろ
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は、もう脳梗塞関係の病気ちゅうのが物すごく

多いんです。で、かなり若い人たちがそれに出

てくるというのが多いもんですから、あわせて

ですね、脳ドック、それとあわせてがん検診、

そういうのもですね、本当に今現在の現代病の

中でも多い状況になってきているんじゃないか

なと思われます。どうぞ、そちらのほうもです

ね、あわせて周知していただくようにお願いし

たいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。その３の３６１

ページ、国保保健指導事業ですが、これは、も

うかなり前からされてる、毎年されてるとはい

うふうに認識しとっとですけれども、昨年、―

―２４年度と比較して、この重複受診者と頻回

受診者の数がどうなのか、推移のほうをちょっ

と教えてください。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） ２５年度につきましてが、実態とし

て回ってる人数といたしましては、ほぼ同数ぐ

らいということで考えておりますけど、委員さ

ん、今の御質問は、どのような効果があったと

か、その辺の御質問なんでしょうか。それと

も、人数、それとも、また事業の、どちらでよ

ろしかったでしょうか。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、聞いたの

は、２４年度、もしくは、３年か、４年ぐらい

前からのその推移がわかれば教えてほしいと。

重複の人数と頻回受診者の人数。で、その次に

聞きたかったんですけれども、これが、どれぐ

らいの効果を発揮しているのか、医療費の抑制

に、それをちょっとお話聞きたい。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。

（｢それは難しかなあ」と呼ぶ者あり） 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） はい。今の御質問あわせて、１つず

つお答えさせていただきます。 

 まず、訪問件数でございますけど、合計の訪

問件数、平成２２年度１８１名、それから２３

年度が１６６名、それから２４年度が２１８名

です。それから、先ほど、２５年度につきまし

ては、先ほど説明しました……（委員野﨑伸也

君「ああ、いいですよ。ここに書いてあるんで

しょ」と呼ぶ）はい。 

 次に、効果額につきましてですけど、全体の

効果額ということでいきましたら、２２年度

が、――この効果額の出し方といたしまして

は、前半年、後半年の医療費のどれくらい下落

したかというのを一つの指標として見てます。 

 平成２２年度が約１万６０００円でございま

す。２３年度が２万２０００円。それから、２

４年度が２万２０００円。 

 それから、２５年度につきましては、過去半

年分、過去、――さきの半年分という指標がま

だ出てきておりませんので、２５年度に実施し

ました前の半年分だけの平均ということで答え

させていただきます。そこの平均という指標で

行きますと、約７７００円ぐらいの数字が出て

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今、金額ばちょっと言

うてもらったんですけど、ちょっと意味がわか

らぬかったばってんが、１万円とか、２万円と

か、数字が出てわからぬやったばってん、それ

はどういったふうに捉えればいいんですか。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） 委員質問の今の数字、金額の数字で

ございますけど、まず、抽出する場合に、その
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人が過去、――前の、どのように病院にたくさ

んかかってるかとか、そういうのが、先ほど冒

頭申しました指標になっておりますので、その

中の前半年間がどれぐらいかかってて、そし

て、その後、この訪問を実施したことによっ

て、残りの半年間にどれぐらいかかってて、そ

れがどれぐらい下がってるかという指標でござ

います。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） その訪問者個別の人の

金額ちゅう、――平均の金額ちゅうことでよか

ですか。下がった金額とか、上がったりとか。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） はい。 

 今、委員おっしゃいましたように、個別の方

の平均値ということになります。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ありがとうござ

いました。 

 で、あとですね、これ、１カ月にその回ると

ころがですよ、１カ月に４カ所以上異なる病気

か、もしくは、同じ診療科に２カ所以上受診し

ているところと、あとは、重複診療のほうがで

すね、――ああ、頻回受診者か、のほうが１５

回以上と、月にというようなことなんですけ

ど、これ、もう少しふやして、例えば、１カ月

のやつがですよ、１０回とかそういったところ

までラインば下げていってから回って行った

ら、もう少し効果もちょっと上がってくっとじ

ゃなかろうかと思うとですけど、そやんところ

は、これは、やっぱ１人で回るちゅうのに、こ

うやっぱ、ちょっともう限界があるということ

なんでしょうか。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） はい。委員おっしゃいましたとお

り、その抽出の頻度をもうちょっと下げてたく

さんの人をということに御意見とは思いますけ

ど、現状、職員が回れる、――１人の非常勤職

員でこの事業を担当しておりますので、その辺

につきまして、特に、この抽出条件に基づきま

して指導が必要、さらに効果的に、――この条

件であれば効果的になるっていうことで、現

在、この基準を設けて回ってございます。 

 今、御指導いただきました１０人に下げた場

合に、その中で効果が出る方もあるかとは思う

んですけど、よりさらに効果が出るような方を

集中的にという形で、今現在、この条件を設定

してございます。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。もう一つ聞きま

すけど、２２年度から２４年度までの総数って

いうのを、今、教えてもらったんですけれど

も、その中で、やっぱ同じ方々がいらっしゃる

のか、また、それか、指導をして、最終的に変

わってきているのか、どっちなんですか。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） はい。継続してその方に指導して、

抽出する中で、条件とか上がってきますので、

その中で、継続して指導がしたほうがいいとい

う方については、この続けて指導する次の年度

の中にも入ってきております。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ごめんなさい。いつも

病院におらすなっていうごた人ば見るもんだい

けんが。ごめんなさい、そういう人が、本当は

そういつも行かなきゃいけない人なのかどう

か。指導ちゅうやつ、――何て言えばよかです

かね、本当は行かなくてもいいんだけど、行っ

てる人ばそういう人を指導してるのか、どっち

なんですかね。 

○委員長（田方芳信君） 吉田副主幹兼係長。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（吉田

幸生君） はい。もともとは、多受診とか、重
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複受診をされることによって、その医療費が、

行けない、――行かなくて済むような方を抑制

することによって、そのことによって訪問を始

めた事業ではございますけど、現状は、そこに

ある――現在は保健師を雇用してございますの

で、保健師ですので、さまざまな保健指導をあ

わせて、その方が、なぜ、そうやって重複をす

るのか、なぜ、そう病院にずっと行き続けるの

か、そこはどこに問題があるのか、その人一人

一人の中に入り込んで、そして、その人の生活

習慣を整えてあげる、そのような方面からも指

導をしてございます。 

 ですので、委員御質問、今ありました同じ人

が同じ病院にずっと行っているという方もこの

中に上がってくる場合は、そこに踏み込みまし

て、どうしたら、その人が本当に必要なのか、

必要でないのかということを個別に一つ一つの

案件を丁寧に指導するという体制で、今、考え

てございます。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。 

 ずっと続けてきておられる事業なんで、余

計、できればですね、やっぱそういった費用対

効果ちゅうか、やっぱ年々それが人数が減って

いくっていうのが理想なんだろうというふうに

思うんですけれども、あと、その医療費の抑制

っていう部分から行けばですね、やっぱり減ら

したほうが間違いなくいいと思うんですよね、

やっぱ。 

 あと、そういったことと兼ね合い見ながらそ

の非常勤の職員さん、訪問看護さんの採用って

いうかですね、増員してまでもというようなと

ころも、またちょっと考えていただきながらで

すね、やっぱ費用対効果はちょっともう少し上

がるようなところでですね、取り組んでいただ

きたいというふうに思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。予算決算につ

いては、もう松永委員から話があったとおりで

あるんですが、１７ページのですね、不納欠損

額２億１７２３万９０００円ですか。国民健康

保険税のですね。この数字的なものについての

考え方と言いますか、今、現状、どういう形で

捉えておられるのかというのをちょっとお聞き

してよろしいですか。 

○納税課長（辻本士誠君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 辻本課長。 

○納税課長（辻本士誠君） こんにちは。納税

課長の辻本です。 

 先日の市税のほうでもお話をいたしておりま

す。ただ、不納欠損についての考え方というこ

とでございます。 

 国保税につきましては、特に、低所得者の方

の滞納が多いということでありまして、差し押

さえが可能な財産というものも、預金でありま

すとか、不動産でありますとか、そういうもの

がない場合が多いということで、財産なしでの

執行停止がふえておると、――がほとんどを占

めておるというところでございます。 

 そこで、納税相談員あたりでですね、納付計

画を立てまして、早期の滞納完納を目指してお

るところでございますけれども、なかなかその

滞納の整理が進まないというところで、この執

行停止も進める中で、不納欠損をしていく必要

もあるということでございます、今後とも。 

 はい。以上でございます。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。この間も出ま

したですね、低所得者が大半っていうことはわ

かったんですけども、大半でないところの部分

は何かございますか。 

○委員長（田方芳信君） 辻本課長。 
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○納税課長（辻本士誠君） 所得階層で見ます

と、年間の所得１０万円以下、それと、１００

万から１５０万未満の所得の方が、あわせまし

て半数以上ということで、滞納額がなっており

ます。 

 そこで、その状況に、その世帯世帯によりま

してですね、納付が可能なときに納税相談員が

参りまして、収納するというところで進めてお

りますところでございます。 

 可能な部分、所得が多い方の部分につきまし

ては、そういう預金でありますとか、給与あた

り、不動産があれば不動産、それは差し押さえ

を早期に行って、その滞納の整理につなげてい

くというところでございます。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） この不納欠損額の２

億ちょっとの部分ちゅうのは、低所得者が大半

ですよっていうところで、滞納整理のやり方に

ついては、この間指摘したとおりですので、誤

解を招かないような滞納整理を進めながら頑張

っていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 一つ聞きたいんですけ

ど、不納欠損額のそのところの関連なんですけ

ど、生活保護なんかもらってる人たちの国保と

か、年寄りの人だったら、介護保険って言うん

ですかね、ああいうのは、どういう処理になっ

てるんですか。この中に入ってくるんですか。

どうせ、生活保護もらうちゅうんだから、収入

がほとんどないちゅうことになるでしょうけれ

ども。 

○納税課長（辻本士誠君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 辻本課長。 

○納税課長（辻本士誠君） はい。監査意見書

の７４ページをごらんいただきたいと思います

が、ただいまの御質問の生活保護受給者につき

ましても、生活援護課から受給してるというも

のが回ってまいりますので、それにつきまして

は、執行停止をかけるということにしておりま

す。これが、生活保護が、また解除されました

ら、後に、また復活するということでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ということは、国保、

――国民健康保険税は払ってくださいというふ

うにするけれども、実際的には払えないから、

払わずしてというそういうふうなやり方をする

んですか、ちゅうことなんですが。どう、もう

国保税自体を請求しないのかなって。そのやり

方ですよね。低所得者の人に。 

○委員長（田方芳信君） 辻本課長。 

○納税課長（辻本士誠君） 生活保護受給され

ておられる方につきましては、その期間につい

ては、滞納処分等をとめている。基本的に、徴

収自体をしますと、生活が困窮、――それ以上

に困窮するということでありますので、その期

間については、徴収自体をしないというところ

でございます。が、その後、それが生活が改善

されましたら、当然、そのかかっておる部分に

ついては復活して徴収させていただくというこ

とでございます。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） また後ほど聞かせてい

ただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○委員長（田方芳信君） 中村国保ねんきん課

長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。 

 ただいまの御説明、国保に加入されてる方が
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生活保護受給開始てなった場合、国保の資格は

喪失になりますので、税金も課税、賦課しませ

ん。（｢そうやね」と呼ぶ者あり）それまで税

金がたまってた分については、生活保護受給開

始ということで、執行停止という処理をしま

す。でも、生活保護を受けていらっしゃる期間

は、もう国保からの対象外ということになりま

すので。はい。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で、

議案第９０号・平成２５年度八代市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算についての質疑を終わ

ります。 

 午前中の審議はここまでとして休憩いたしま

す。午後は１時から再開いたします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

◎議案第９１号・平成２５年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算 

○委員長（田方芳信君） それでは、休憩前に

引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 次に、議案第９１号・平成２５年度八代市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、

歳入歳出一括して説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 中村課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国

保ねんきん課です。引き続き、よろしくお願い

いたします。座って説明させていただきます。 

 議案第９１号・平成２５年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算について御説明い

たします。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方と６

５歳から７４歳までの方で一定の障害を持つ方

を対象とした医療制度で、運営は、県内市町村

が加入します熊本県後期高齢者医療広域連合が

主体となって運営を行っております。各市町村

におきましては、主に、窓口業務、保険料の徴

収業務、それと、保健事業に関する業務を行っ

ております。 

 医療給付に要する財源でございますけれど

も、約５割の公費、国民健康保険や被用者保険

からの約４割の支援金、それと、あと残り１

割、保険料になりますけれども、それを財源に

保険給付を行っております。 

 それではまず、平成２５年度における主要な

施策の成果に関する調書その３、３７０ページ

をお願いいたします。なお、説明は１０００円

未満を切り捨てて御説明させていただきます。 

 まず、左側の歳入でございますけれども、表

の下段、合計の行（Ａ）の決算額１６億３４７

９万５０００円で、予算額に対する割合は９

９.４％でございます。右側（Ｂ）の歳出決算

額は１６億５１１万４０００円で、予算額に対

して９７.６％の執行率となっております。 

 それでは、歳出について御説明いたします。

表の右側、歳出欄の決算額で御説明いたしま

す。科目１・総務費でございますが、７０７１

万円。そのうち、（１）一般管理費の５９３４

万７０００円は、職員８名分の人件費や保険証

の交付等に要する事務費でございます。なお、

不用額が７００万ほどございますけれども、こ

れは人件費の不用額が主なものとなっておりま

す。次の（２）徴収費１１３６万３０００円

は、保険料の決定通知書や納付書の作成など、

保険料の収納業務に要する経費でございます。 

 次に科目２・後期高齢者医療広域連合納付金

は１５億１７４７万２０００円で、そのうち、

（１）の被保険者保険料納付金につきまして

は、広域連合において課税しました保険料を被

保険者から徴収し、広域連合へ納付するもので
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ございます。平成２５年度中に収納しました１

０億７０７１万９０００円を広域連合へ支出し

ております。次の（２）保険基盤安定分担金

は、低所得者に係る保険料の均等割額を軽減す

ることにより生じます財源不足分を公費で補う

もので、４億４６７５万３０００円を支出して

おります。 

 次に、科目３・保健事業費につきましては、

後ほど主要施策の中でも御説明いたしますが、

健康保持増進事業といたしまして、１５９４万

５０００円を支出いたしております。なお、不

用額につきましては、主に、高齢者健診などの

委託料、はり・きゅう助成に係る補助金などが

不用額として残っております。 

 次の科目４・諸支出金は、過誤納付に係る過

年度分の保険料を還付したもので、還付加算金

を含めました決算額は９８万７０００円となっ

ております。 

 それでは、個別の主要施策について御説明い

たします。 

 ３７１ページをお願いいたします。 

 まず、健康保持増進事業のはり・きゅう助成

でございますが、高齢者の健康増進に寄与する

ことを目的に、はり・きゅう等の施術料を助成

するもので、国民健康保険と同様、指定の施術

機関において、はり・きゅう等の施術を受けら

れた方へ１回につき１０００円、年間１５回を

上限とした施設利用券を交付し、助成するとい

うもので、施設利用助成金として施術所に対し

７６５万円、また、利用者に対し年に２回、利

用状況をお知らせする郵送料などの事務費９万

円、合計７７４万円を支出いたしております。 

 なお、財源といたしましては、全額一般会計

からの繰入金となっております。 

 ３７２ページをお願いいたします。 

 今後の方向性といたしましては、利用回数の

見直しなど検討課題はございますが、高齢者の

健康保持増進事業として長期にわたり継続され

ており、また、将来的な医療費抑制につながる

施策でありますことから、現行どおり実施して

まいりたいと考えております。 

 次に、３７３ページをお願いいたします。 

 健康保持増進事業の高齢者健診でございます

が、高齢者の医療の確保に関する法律第１２５

条の規定に基づき、生活習慣病等の早期発見と

健康保持増進を目的に、後期高齢者医療広域連

合からの委託事業として実施しているものでご

ざいます。 

 決算額は、受診者数１０７９名分の健診委託

料と事務費など８２０万４０００円でございま

す。なお、主要施策の下段、概要欄に受診率は

４.９２％とありますけれども、これは速報値

で、確定値は５.３％となっております。 

 右のページをお願いいたします。 

 今後の方向性としましては、高齢者の生活習

慣病等の早期発見と健康保持増進を目指すた

め、市による実施としておりますものの、本検

診の受診率が県内平均と比較してもまだ低い状

況で、まだ目標受診率にも達しておりませんこ

とから、今後は申し込み方法の見直しや効果的

な広報活動の実施により、受診率向上を目指し

てまいりたいと考えております。 

 引き続き、歳入の説明をいたします。八代市

特別会計歳入歳出決算書の４８、４９ページを

お願いいたします。金額につきましては、４９

ページの右から４列目の収入済額欄で御説明い

たします。 

 まず、款１、項１・後期高齢者医療保険料で

すが、収入済額は１０億７０５２万円でござい

ます。目１・特別徴収保険料の７億３２７０万

２０００円は、年金からの差し引きにより収納

いたしたものでございます。 

 目２・普通徴収保険料は窓口や口座振替によ

り収納したもので、節１・現年度分が３億３１

９５万４０００円、節２・滞納繰越分が５８６

万３０００円でございます。なお、収納率は特
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別徴収が１００％、普通徴収の現年度分が９

８.３％、滞納繰越分が４５.３％でございまし

て、全体では９８.９％となっております。 

 次の款２・使用料及び手数料、項１・手数

料、目１・督促手数料は２２万６０００円でご

ざいます。 

 次に、款３・繰入金、項１・一般会計繰入金

の収入済額５億２２０４万６０００円のうち、

目１・事務費繰入金の７５２９万３０００円

は、広域連合への派遣職員２名を含みます職員

８名分の人件費や各業務に必要な事務経費分を

一般会計から繰り入れたものでございます。 

 また、目２・保険基盤安定繰入金でございま

すが、これは歳出の方で御説明いたしました低

所得者の負担軽減を図るための保険基盤安定分

担金の財源といたしまして、県が４分の３、市

が４分の１をそれぞれ負担するもので、県の負

担分が３億３５０６万５０００円、市の負担分

１億１１６８万８０００円を合わせました４億

４６７５万３０００円を繰り入れております。 

 続きまして、款４・繰越金で、収入済額は２

９８７万９０００円でございます。この繰越金

につきましては、出納整理期間中に収納いたし

ました２４年度分の保険料で、保険料納付金と

いたしまして平成２５年度に広域連合へ支出い

たしております。 

 最後に、款５・諸収入でございますが、収入

済額は１２１２万２０００円でございます。項

２・償還金及び還付加算金の目１・保険料還付

金９６万３０００円は、過年度分の還付済額に

ついて広域連合に請求を行ったものでございま

す。 

 次の項４・受託事業収入につきましては、５

０、５１ページをお願いいたします。目１・後

期高齢者医療広域連合受託事業収入１１１２万

７０００円は、本市で実施いたしました高齢者

健診費用や検診データの管理手数料のほか、健

診に係る人件費や通信運搬費等の事務費に対し

て広域連合が負担したものでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 最後に５６ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入

総額は１６億３４７９万５０００円、歳出総額

は、１６億５０００、――済みません、１６億

５１１万４０００円で、歳入歳出差引額は２９

６８万１０００円でございます。翌年度へ繰り

越すべき財源はございませんので、実質収支額

も２９６８万１０００円となります。この歳入

歳出差引額２９６８万１０００円につきまして

は、平成２６年度に繰り越し、平成２５年度の

保険料として広域連合へ支出するものでござい

ます。 

 以上で、議案第９１号・平成２５年度八代市

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

の説明を終わります。御審議のほど、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。この後期高齢者

に該当する人員は何名ですか。（国保ねんきん

課長中村伸也君「ああ、被保険者数」と呼ぶ）

被保険者数。（国保ねんきん課長中村伸也君

「２万、済みません」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） 中村課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） はい。２

万人ほどで、ちょっと詳細な数字はちょっとお

待ちください。 

○委員長（田方芳信君） 中村課長。 

○国保ねんきん課長（中村伸也君） 済みませ

ん。はい。２万１９６６名です。これは、３月

３１日、３月末の数字でございますけれども。

この被保険者数は、それぞれ月末の数値で言っ

たり、平均の人数で言ったりする場合がありま

すので、今、申し上げた数字ちゅうのは３月末
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の数字で２万１９６６名です。変動がございま

すので。（委員福嶋安徳君「わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で、

議案第９１号・平成２５年度八代市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算についての質疑を終

わります。 

                              

◎議案第９２号・平成２５年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算 

○委員長（田方芳信君） 次に、議案第９２号

・平成２５年度八代市介護保険特別会計歳入歳

出決算について、歳入歳出一括して説明を求め

ます。 

○長寿支援課長（小林眞二君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 小林長寿支援課課

長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。長寿支

援課の小林と申します。よろしくお願いいたし

ます。それでは、失礼して座らせていただきま

す。 

 それでは、議案第９２号・平成２５年度八代

市介護保険特別会計歳入歳出決算について御説

明を申し上げます。 

 まず、説明につきましては、平成２５年度に

おける主要な施策の成果に関する調書及び土地

開発基金の運用状況に関する調書その３を出し

ていただきまして、３７５ページをお開きいた

だきたいと思います。調書の３７５ページで

す。よろしいでしょうか。 

 それでは、表の右側の歳出の決算額について

御説明させていただきます。 

 まず、第１款の総務費で３億６９９万１００

０円を支出しております。内訳としまして、

（１）の一般管理費は人件費及び事務費などの経

費としまして１億７６３９万９０００円、（２）

の賦課徴収費は介護保険料の賦課、徴収に必要

な経費として８１３万２０００円、（３）の介

護認定審査会費は要介護認定の審査を行う八代

市介護認定審査会の運営経費として２３４７万

７０００円、（４）の認定調査費は要介護認定

に必要な訪問調査、主治医意見書作成依頼、認

定審査会、認定結果通知などの事務を行うため

の経費として９８９８万３０００円でございま

す。 

 第１款・総務費全体は、前年度と比較します

と９９６万５０００円の減額となっておりま

す。このうち、主な増額分としましては、要介

護認定申請の増加に伴う認定審査、認定調査費

で３２４万６０００円の増、介護保険事業計画

策定事業の２４６万４０００円の増。減額分と

いたしましては職員２名減少による人件費１７

２５万９０００円の減が主なものでございま

す。 

 次に、第２款は保険給付費でございます。決

算額は１２３億３６０８万２０００円を支出し

ております。 

 介護給付費の財源内訳については、おおむ

ね、国庫支出金が２５％、県支出金が１２.５

％、市の一般会計繰入金として１２.５％、４

０歳から６４歳までの２号被保険者の保険料が

２９％、６５歳以上の第１号被保険者の保険料

が２１％となっております。 

 事業費の内訳としまして、まず、（１）の介

護サービス給付費で１０７億９３８３万３００

０円です。これは、要介護１から５の認定を受

けた方の介護給付費で、ヘルパーなどの訪問介

護やデイサービスなどの通所介護、特別養護老

人ホームなどの介護施設でサービスを受ける施

設介護サービス、市町村が事業者の指定や指導

監督を行う地域密着型サービスなどでございま

す。次に、（２）の介護予防サービス給付費

で、７億８３０６万５０００円です。これは、
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要支援１、２の軽度の認定を受けた方の介護給

付費で、先ほど御説明しました１の介護サービ

ス給付費とほぼ同様のサービスとなっておりま

す。ただ、軽度認定者であるため、特別養護老

人ホームなどの施設サービスはございません。

次の（３）高額介護サービス費の２億２９３９

万７０００円、次の（４）高額介護予防サービ

ス費の１５万８０００円は、介護サービスに係

る利用者自己負担が一定の限度額を超えた場合

に、超えた分を利用者に払い戻すものでござい

ます。次の（５）高額医療合算介護サービス費

の２９１９万４０００円と（６）の高額医療合

算介護予防サービス費の１４万４０００円は、

１年間の医療保険と介護保険の両方のサービス

に係る自己負担額が、その合計が限度額を超え

た場合に払い戻すものでございます。次の

（７）審査支払手数料の１４２６万７０００円

は、介護報酬の請求に係る審査及び支払いを行

います熊本県国民健康保険団体連合会に対する

年間延べ１６万９９７６件分の手数料でござい

ます。次の（８）特定入所者介護サービス費の

４億８５４６万２０００円、そして、（９）の

特定入所者介護予防サービス費の５６万２００

０円は、特別養護老人ホームなどの介護保険施

設を利用した場合、原則として食費と居住費は

全額自己負担となりますが、低所得者の負担軽

減のため、負担額に上限を設け、超えた分を給

付するもので、食費が延べ１万４４２０件、居

住費が延べ５５６１件分を支給しております。 

 第２款・保険給付費全体では、前年度と比較

しますと、２億５２０２万９０００円、２.１

％の増額となっております。増額の要因は、高

齢化によりまして、サービス利用者がふえてい

るためで、主な増分としましては、介護サービ

ス給付費で２億７９８万９０００円の増、介護

予防サービス給付費で２２９１万２０００円の

増などとなっております。 

 次に第３款は地域支援事業費でございます。

決算額は１億６３０８万４０００円を支出して

おります。 

 地域支援事業とは、要支援、要介護になる可

能性のある高齢者を対象に、要支援、要介護状

態になることを防止するためのサービスや要介

護状態になった場合でも、できるだけ住みなれ

た地域で自立した日常生活を営むことができる

よう支援するための事業でございます。 

 事業は大きく３つの事業から成り、虚弱高齢

者等を対象とした介護予防事業と地域における

包括的・継続的なマネジメント機能としての包

括的支援事業、市町村の判断により行われる任

意事業からなります。財源構成につきまして

は、介護予防事業では、保険給付費と同様に、

国２５％、県１２.５％、市の一般会計１２.５

％、２号被保険者の保険料２９％、１号被保険

者の保険料２１％。また、包括的支援事業及び

任意事業では、国３９.５％、県１９.７５％、

市１９.７５％、１号被保険者２１％となって

おります。事業費の内訳としまして、まず

（１）の二次予防事業費の５４万１０００円

で、これは将来的に介護リスクの高い高齢者を

対象とした予防事業で、基本チェックリストを

活用した二次予防対象者の把握事業や予防教室

などを実施しております。次に、（２）一次予

防事業費で、２６７９万５０００円です。一次

予防事業は、二次予防事業の対象者には該当し

ない比較的お元気な高齢者を対象に、いきいき

サロン事業や高齢者筋力アップ教室などの予防

事業を実施しております。次の（３）包括的支

援事業費は１億４６６万円を支出しておりま

す。これは、認知症サポーター養成講座や市内

６カ所に設置しております地域包括支援センタ

ーの業務委託などでございます。次の（４）任

意事業費３１０８万８０００円は、家族介護支

援や相談窓口の確保、配食サービス、成年後見

申し立て支援、緊急通報装置の貸与などを行っ

ております。第３款の地域支援事業費は、前年
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と比較しますと５０７万２０００円の増額とな

っております。主な増としましては、いきいき

サロン事業委託の１７１万３０００円の増、高

齢者筋力アップ教室委託料９５万１０００円の

増などでございます。 

 次に第４款は基金積立金１０００円ですが、

これは、介護給付費準備基金の運用益である定

期預金利子を積み立てたものでございます。 

 次の第５款・諸支出金では、７３２万円を支

出しております。これは、前年度に国や県など

から負担金や補助金が超過交付された場合の返

還金や被保険者の資格喪失などに伴う介護保険

料の還付金などでございます。 

 次の第６款の公債費では、４３３３万３００

０円を支出しております。これは、平成２１年

度から２３年度の第４期介護保険事業計画期間

におきまして、介護給付費の予想以上の伸びか

ら赤字が生じたため、計画期間の最終年度の平

成２３年度において、熊本県財政安定化基金か

ら１億３０００万円の借り入れを行っておりま

して、その借入金の返済でございます。平成２

４年度から平成２６年度までの３年間で返済す

ることとなっております。 

 以上、歳出総額が１２８億５６８１万１００

０円となっております。 

 続きまして、介護保険特別会計の主な事業に

ついて説明させていただきます。 

 ３７７ページをお願いいたします。 

 まず、介護給付一般事務事業ですが、介護保

険事業の全般的な運営に必要な事務用品購入、

要介護者への負担限度額や給付実績発送に係る

郵便料、熊本県国民健康保険団体連合会への業

務委託料などの支出を行っております。ページ

中ほどの２５年度の決算額は４４０万円となっ

ておりまして、財源の内訳は、国県支出金７５

万９０００円、一般会計からの繰入金３６４万

１０００円となっております。 

 続きまして、３７９ページをお願いします。

介護保険認定調査事業でございます。 

 介護保険認定調査事業ですが、要介護認定申

請者の要介護度を決定するために訪問調査を行

い、八代市介護認定審査会に審査判定を依頼い

たします。その認定結果について申請者に通知

をいたしております。主に、認定調査員の人件

費、主治医意見書作成手数料などでございま

す。決算額は９８９８万２０００円で前年度と

比較しますと３６０万円の増額となっており、

財源は、全額一般会計からの繰入金となってお

ります。 

 次に、３８１ページをお願いいたします。老

人社会参加事業から地域支援事業関係になりま

す。 

 まず、この老人社会参加事業ですが、この事

業は、高齢者が要介護状態、要支援状態となる

ことの予防を目的として、介護予防に役立つ地

域活動組織の育成及び活動支援を行う事業で、

２３７８万７０００円を支出しております。事

業の内訳ですが、まず、いきいきサロン事業委

託、こちらで１６５９万５０００円です。いき

いきサロンは、家に閉じこもりがちな高齢者

が、生き生きと健康に暮らせるよう、公民館等

を利用して、レクレーションや趣味講座、教育

講座、世代間交流等、地域の実情に応じて開催

をいたしております。事業の実施は八代市社会

福祉協議会に委託しておりまして、各地域の高

齢者を対象に、市内２１８カ所で実施し、延べ

４万６２００人が参加されております。次の高

齢者筋力アップ体操普及事業の４４９万１００

０円は、高齢者の転倒や閉じこもり予防を目的

として、やつしろ元気体操教室を開催し、筋力

向上トレーニングを実施するとともに、ボラン

ティア育成や支援を行っております。教室の運

営は、平成２４年度から市内６カ所にあります

地域包括支援センターに委託しております。市

内２１カ所で６４３回開催しまして、延べ８９

２１人の参加がございました。次の社会参加事
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業委託の２７０万円は、趣味講座や文化伝承活

動について、市の老人クラブ連合会に委託し、

実施しております事業で、高齢者のみずからの

生きがいを見出すとともに、趣味講座で修得し

たことを地域に還元し、地域との交流を図るこ

とを目的に実施いたしております。趣味講座に

つきましては年間延べ５００回、文化伝承事業

については延べ４０回ほど開催をいたしており

ます。財源内訳は、国県支出金が８６２万７０

００円、一般会計からの繰入金２８３万８００

０円、被保険者からの保険料収入１２３２万２

０００円となっております。 

 続きまして、３８３ページをお願いします。 

 次の家族介護支援事業では、６００万６００

０円を支出しております。ここでは、高齢者が

住みなれた地域で安心してその人らしい生活を

継続できるようにするため、高齢者及び要介護

者を介護する家族等に対し、支援を行うもので

ございます。事業費の内訳としまして、まず、

介護技術教室事業で３１万５０００円です。こ

の事業は、要介護者を介護する家族に対し、適

切な介護知識・技術の習得等を図るため、介護

技術教室を年２０回開催をいたしております。

次の家族介護者交流事業の５４万円は、介護に

関する専門的知識や情報の提供、講演等を行

い、また、参加者同士の語り合いなどを含めて

仲間づくりや日ごろの介護からのストレス発散

の場を提供する事業でございます。地域包括支

援センターに委託し、年１８回実施しておりま

す。次の家族介護用品支給事業５０７万１００

０円は、家族介護者の経済的な負担を軽減する

ため、在宅で要介護３から５の高齢者を介護さ

れている住民税非課税世帯を対象に、紙おむ

つ、尿取りパットなどの介護用品を支給する事

業でございます。延べ７０６人の利用があって

おります。次の高齢者短期入所事業の７万９０

００円は、６５歳以上で、要介護認定において

非該当の方を対象に、独居で病気や災害などで

一時的に介護が必要な場合や同居で介護される

方が一時的に介護できない場合に、施設への入

所を受け入れるもので、日奈久にあります養護

老人ホーム保寿寮で実施したものでございま

す。財源内訳は、国県支出金３６７万８０００

円、一般会計からの繰入金１２７万６０００

円、保険料収入１０５万２０００円となってお

ります。 

 続きまして、３８５ページをお開きくださ

い。 

 地域自立生活支援事業では、２２９７万５０

００円を支出いたしております。この事業も、

高齢者の自立した生活を支援するためのもの

で、高齢者の安否確認や権利擁護、住宅改修支

援などを行っております。まず、事業の内訳と

して、安心相談確保事業１２５６万３０００円

は、おおむね、６５歳以上の独居高齢者に対

し、緊急通報装置を貸与、設置し、緊急時の対

応や定期的な高齢者の安否確認を行っておりま

す。利用者は５０１名、相談件数は年間１１５

３件となっております。次の食の自立支援事業

委託では、９７６万４０００円を支出しており

ます。この事業は、食事の支度をすることが困

難な６５歳以上の独居または高齢者の世帯に対

し、居宅へ食事の配達を行い、あわせて安否確

認を行うものでございます。事業の実施は、市

内５つの事業所に委託しておりまして、月平均

２４２名の利用があっておりまして、年間延べ

３万７３８食の配食実績となっております。配

食サービスは、昼食または夕食のいずれか週３

回を限度に行っており、配食に係る運送費を市

が負担しております。次の成年後見制度利用支

援事業は４６万８０００円で、この事業は、成

年後見制度の利用が必要な高齢者で、親族など

申立人がいない場合に、市長により裁判所に対

し後見開始の申し立てを行うもので、昨年度は

８人の利用となっております。次の住宅改修支

援事業補助金１６万円は、介護サービスの住宅
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改修の申請の際に、ケアマネージャーが作成い

たします改修の必要性に関する理由書１件当た

りの作成手数料としまして２０００円の支援費

を助成しており、８０人の利用があっておりま

す。次の福祉電話設置事業経費１万９０００円

は、電話加入権のない６５歳以上の独居高齢者

に対し、孤独感の緩和及び安否確認を行うた

め、電話加入権を貸与いたしております。ここ

で、申し訳ございませんが、１カ所御訂正をち

ょっとお願いいたします。ページ左側の下のほ

うにございます福祉電話設置事業経費の利用者

数なんですが、現在３２名と表記しております

が、実際は２８名でございます。２８名に訂正

をお願いします。大変申しわけございません。

はい。地域自立生活支援事業の財源内訳ですけ

れども、国県支出金１３７４万円、一般会計か

らの繰入金４７６万４０００円、保険料収入４

４７万１０００円となっております。 

 以上が主な事業内容でございますが、次に、

歳入について説明をいたします。資料のほうは

決算書のほうを、――特別会計歳入歳出決算書

のほうで、６６、６７ページをお開きくださ

い。 

 右のページの中ほどの収入済額の列で、単位

は千円未満切り捨てとして御説明申し上げま

す。 

 款１・保険料でございますが、目１・第１号

被保険者保険料で収入済額が２３億１０００万

５０００円でございます。節１・現年度分特別

徴収保険料として２１億１７２万３０００円を

徴収しております。これは、６５歳以上の第１

号被保険者で、年金天引きにより納付をしてい

ただく保険料でございます。節２・現年度分普

通徴収保険料では、２億３４万円を徴収してお

ります。こちらは、納付書や口座振替で納付し

ていただくもので、収納率は８４.８％となっ

ております。また、特別徴収と普通徴収をあわ

せた現年度分全体の収納率は９８.５％で前年

度と同様でございます。節３は滞納繰越分保険

料で７９４万１０００円を徴収いたしておりま

す。また、時効によります不納欠損処分を１８

４７万円といたしております。 

 款２・使用料及び手数料で、滞納者に対する

督促手数料としまして４８万９０００円でござ

います。 

 款３・支払基金交付金では、目１の介護給付

費交付金としまして介護給付費の２９％に当た

る３５億５３３２万円、また、目２の地域支援

事業支援交付金は、介護予防事業費の２９％分

の７９８万４０００円でございます。 

 次に、款４・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・介護給付費負担金では、２２億６７

２３万８０００円でございます。国庫負担金の

割合は、施設介護給付費の１５％と居宅などそ

の他の介護給付費の２０％となっております。 

 項２・国庫補助金では、１０億６６９７万３

０００円を収入しております。目１の調整交付

金で１０億７７６万円。これは、高齢化や所得

の状況など市町村格差による介護保険財政の不

均衡を是正するための交付金でございます。目

２・地域支援事業交付金の介護予防事業分とし

まして、事業費の２５％分の６９２万５０００

円でございます。 

 ６８、６９ページをお願いします。 

 目３・地域支援事業交付金の包括的支援事業

・任意事業分としまして、事業費の３９.５％

分の５１５２万９０００円でございます。目４

・介護保険特別補助金７５万９０００円は、消

費税改正に伴うシステム改修に対する補助金で

ございます。 

 次に、款５・県支出金、項１・県負担金、目

１・介護給付費負担金では、１７億９２３７万

１０００円となり、給付費に対する県の負担割

合は、施設介護給付費の１７.５％と居宅その

他の介護サービスの１２.５％となっておりま

す。 
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 項２・県補助金では、目１の地域支援事業交

付金の介護予防事業分として、事業費の１２.

５％分、３４６万２０００円でございます。目

２・地域支援事業交付金の包括的支援事業・任

意事業分としまして、事業費の１９.７５％

分、２５７６万４０００円となっております。 

 款６・財産収入の５９円は、介護給付費準備

基金の定期預金利子でございます。 

 款７・繰入金では、１８億７８２５万７００

０円を収入しております。 

 目１の一般会計からの繰入金でございます

が、７１ページをお開きください。 

 節１の介護給付費の繰入金分としまして、１

５億４１９８万５０００円。これは介護保険給

付費に対する市の負担割合１２.５％分でござ

います。節２・地域支援事業繰入金は、介護予

防事業分としまして負担割合は同じく１２.５

％の３４１万７０００円です。節３・地域支援

事業繰入金は、包括的支援事業及び任意事業分

としまして、市の負担割合１９.７５％の２６

７９万４０００円。次の節４のその他の一般会

計繰入金３億６０６万円は、介護保険特別会計

の事務費分の１億３６９５万円及び人件費分の

１億６９１０万９０００円でございます。これ

ら一般会計からの繰入金は、全てルール分とな

っております。 

 次の款８・繰越金は、平成２４年度からの繰

越金としまして２６５４万３０００円でござい

ます。 

 次に、第９款・諸収入のうち、項２・目１・

市預金利子は２１４円、項３・雑入、目２・返

納金で介護保険料還付金の返納金１万円でござ

います。目３・雑入の６３万円は、認定情報提

供料、介護報酬返還金及び加算金などでござい

ます。 

 なお、７１ページに収入未済額が１８５５万

９０００円ございますが、これにつきましては

７３ページをお開きください。 

 ７３ページ右の備考欄の下側にあります収入

未済額の内訳にありますとおり、介護報酬返還

金１３２０万１０００円と加算金５３５万８０

００円でございます。この返還金は、八代市と

宇城市にあります２つの介護保険事業者が国の

運営基準に基づかない事業を行い、介護報酬を

不正に受領したため、加算金を含め市が返還請

求をしたもので、その残額となっております。

この返還金につきましては、八代市にあります

事業者は、月々の返済計画に基づき、分割で返

済を受けることとなっておりますが、宇城市の

事業者につきましては、返還時、返還に応じて

いただけないことから、現在、熊本地裁に介護

報酬返還請求訴訟を行っているところでござい

ます。 

 それでは、８４ページをお願いいたします。 

 ８４ページですが、実質収支に関する調書で

ございますが、歳入総額が１２９億３３０５万

２０００円、歳出総額が１２８億５６８１万１

０００円、歳入歳出差引額７６２４万１０００

円となっております。また、翌年度へ繰り越す

べき財源もございませんので、実質収支も同額

の７６２４万１０００円となっております。 

 以上で、議案第９２号・介護保険特別会計歳

入歳出決算について、説明を終わらせていただ

きます。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（田方芳信君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ３８１ページの老人社

会参加事業ちゅうところのいきいきサロン事業

のとこですね。これは、この１６５９万云々っ

てありますけど、これ、回数ですね。１回につ

きどれぐらいの金額になるんですか。なんか前

あった、１回５００円か、１人５００円かっ

て、なんかちょっとよくわからなかったやつが
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あったんですけれども、どんなふうになってる

んですか。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 小林課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。いきい

きサロン事業は、現在、八代市の社会福祉協議

会のほうに年間を通じて委託をしております。

この委託料の全体額でございますので、今、委

員おっしゃったものは、サロンの中で何か徴収

される費用ということでございましょうか。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） そこのいきいきサロン

を１回やれば、そこにこう補助金ちゅうか、何

か助成金みたいにして、５００円ぐらいやられ

るちゅうような話を前に聞いたんだけど、今は

そこに１回開催するにつけて、幾らかやるちゅ

うのは、社会福祉協議会のほうでされるから、

本市では把握できてないちゅうことですかね。

向こうに聞けばいいちゅうことかな。 

○委員長（田方芳信君） 小林課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。市から

はですね、年間の事業として委託契約、――委

託料としてですね、これだけの金額を出してお

りますので、その各地域のサロンに対して社協

のほうからどういったお金が流れているかにつ

いては、ちょっと把握はできておりません。 

○委員（増田一喜君） はい。わかりました。 

○委員長（田方芳信君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） いや。関連。把握で

きてないのは、ちょっとまずいんじゃないです

かね。これだけのお金が出とるわけでしょう。

して、設置数２１８カ所、回数も、参加者数も

出とるわけだけん。だから、その内容ですよ

ね。例えば、八千把あたりは、非常にこう中学

生と高齢者が交わって、非常にいい事業内容に

なっとって、右で行けば、検討の余地ありてい

うところが減少傾向だから、そうなんだよねっ

ていうような考え方が書いてあるんですけど、

結局、これだけあって、そもそも中身につい

て、どれぐらいのお金の流れですっていうのを

把握してないのは、ちょっとまずいんじゃな

い。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 小林課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。いきい

きサロンの事業が、社会福祉協議会の人権費だ

とか、社協の中の事務費だとか、そういった経

費に対しての委託料ですので、そもそも社会福

祉協議会から各サロンへお金を流すということ

は、うちのほうからはその積算のですね、中に

想定はしていないということです。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） お金は、じゃあ、流

れてないと。社協に渡して、それは１回、――

事業委託料が出とるわけでしょう。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 小林課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） この事業委託

料は、あくまで市から社会福祉協議会に対して

の事業委託ということですので、そのお金の流

れがあるかどうかちょっと確認いたしたいと思

います。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） なら、全く事業に関

してのお金の流れは把握できてないということ

でいいわけですか。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 小林課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。そもそ

も、先ほど申し上げたとおり、再委託してです

ね、――社協からその各サロンに再委託をし

て、委託料として支払うということは想定はさ
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れておりませんので、私どもとしては、社協の

事業の中でですね、社協のほうが事業を行って

いることに対しての委託料ということでです

ね、考えております。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。いいです。決

算ですから。またゆっくりやりましょう、後

で。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。いいですか。調

書その３のですね、３８３ページの家族介護支

援事業についてですけれど、御家庭でですね、

介護をしていただけるというのは、とてもあり

がたいことだと思ってます。介護技術教室委託

とかっていうのを開催されてるみたいですけ

ど、こういった教室がありますよっていうよう

な周知方法っていうのは、この評価表の中にち

ょっと見当たらないので、どういったことをさ

れてるんですか。 

○委員長（田方芳信君） 野田課長補佐兼係長。 

○長寿支援課長補佐兼地域支援係長（野田章浩

君） はい。地域支援係、野田と申します。よ

ろしくお願いします。 

 介護技術教室につきましては、一応、委託し

ておるんですけれども、回数が２０回で、一

応、広報紙あたり、チラシあたりを含めたとこ

ろでですね、地域住民あたり、包括支援センタ

ーを通じたところでの周知を行っております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。地域包括支援セ

ンターを通じてっていうことですか。 

○委員長（田方芳信君） 野田課長補佐兼係長。 

○長寿支援課長補佐兼地域支援係長（野田章浩

君） 済みません。地域包括支援センターも一

つのツールでありまして、主に、広報紙を通じ

まして、ここは第何回目、ここで、この地区で

何月何日あるんですよという広報を実施してお

ります。また、実際、そういう利用者といいま

すか、参加者を寄せる場合にですね、地域包括

支援センターを、一応、活用してるという状況

になります。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。とてもですね、

大事な事業だと思いますので、ぜひ、広報周知

を広くしていただいて、たくさん参加して、検

討の余地ありでですね、事業内容を検討する必

要があるとか書いてありますので、ぜひ、プラ

ス思考で御検討お願いしたいと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） いいですか。関連。 

○委員長（田方芳信君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。関連ですけれ

ども、これからの社会問題、――今も社会問題

になっておりますし、これからも大きな社会問

題になると思いますが、この老老介護について

の実態たいな、今、老老介護をどのぐらいの世

帯が八代市内でやっておるかちゅうと、わかり

ますかね。 

 例えば、老人の２人世帯で、老人、――じい

ちゃんとばあちゃんがおられます。年齢が７５

歳以上の家庭で、片一方の方が、いわゆる、介

護が必要になってる。そういった実態の中で、

そういった実態の調査ちゅうとはしてあります

かね。 

○委員長（田方芳信君） 小林課長。 

○長寿支援課長（小林眞二君） はい。今のと

ころ、そういった調査は行っておりません。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。これは、いろ
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んな、何ちゅうかな、個人情報保護法も兼ね、

――非常に絡んでくる可能性がありますけれど

もですね、今の民生委員の方々の話を聞けばで

すね、非常に実態としてなかなか市からの情報

がもらえない部分があるっていうことだそうで

すよ。つまり、このことは、要するに、自分た

ちの活動が非常に理解されていない部分がある

っていうことで、言うならば、もう少し理解し

てもらうためにも、我々にも情報提供ほしいっ

ていうことと並行してからですね、つまり、そ

ういう老人２人世帯のところにはですね、こう

いった世帯がありますちゅう調査をしてくださ

い、で、その中で、特に、１人の方が介護が必

要なところがあるならば、その実態調査をして

くださいっていうことであるならばですね、民

生委員の方々はですね、十分にその力がありま

すので、そういった調査をすれば、今後のです

ね、いわゆる、老老介護に対する八代市の方向

性が見つかって思うんですよ。そういった意味

でですね、やっぱし、今、ないことはわかりま

したけれども、今後の方向性としてからです

ね、ぜひ、そういった調査と、同時に民生委員

の方々に対する指導をお願いしていくならいい

かなと思いますので、お願いしときます。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（福嶋安徳君） なら、いっちょ聞かせ

てください。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） はい。済みません。

今、家族介護のこの問題ですけれども、家族

が、もしも病院に通院する場合、こういったと

き、タクシーを使うとか、車を使うとかの問題

で、今の、――タクシーを使う場合で、んじ

ゃ、話します。そういったときですね、あくま

でも、この何ちゅうか、家族が付き添いでタク

シーに乗って行けば、お金を支払うとか、この

本人１人ならば金は支払わぬでもよかとか、そ

ういったその内容的なところがあるようでござ

いますけども、そこのところ、どがん判断すれ

ばよかっですか。（｢それ、事業じゃなかけ

ん、わからんちゃない、福嶋さん」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（田方芳信君） 吉田係長。 

○長寿支援課介護給付係長（吉田 浩君） 介

護給付係長の吉田と申します。よろしくお願い

します。 

 介護保険のサービスにつきましては、基本的

に、移動に関するサービスという部分のことは

ございません。 

 今、委員御質問の通院等乗降介助につきまし

ては、タクシーに乗降する場合、あるいは、お

りて病院に行かれる場合、そういった場合のサ

ービスということになります。 

 御家族が同乗される場合につきましては、御

本人様が医療機関におきましてドクターとのコ

ミュニケーションがとれないとか、あるいは、

タクシーの中で暴れたり、ドアを開閉する可能

性があると、おそれがあるという場合につきま

して、同乗が許されるということになっており

ます。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 介護される人が、も

し、体が、何か足が悪いとか何とかで、一人歩

きが難しいような状況のときも、やっぱ一緒な

んですかね。やっぱり一緒の状況ですか。 

○委員長（田方芳信君） 吉田係長。 

○長寿支援課介護給付係長（吉田 浩君） は

い。タクシーへの同乗、乗降につきましては、

対応となりますが、タクシー内で問題がないと

か、医療機関のほうで御本人様であったり、理

解力があるという場合には、もう、そういった

場合には対応となりません。 
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○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 福嶋委員。 

○委員（福嶋安徳君） 家族が、女性の場合で

すよ、運転手さんの場合は、もうそういうの付

き添って行かれる場合、男性ですよね。そうい

ったとき、よその男性に付き添われてまで病院

に行くのは拒むというようなそういった状況の

とき、家族の、――旦那さんが付き添って行か

ないと、そういった面では行きにくいというそ

ういった場合、付き添いもできないんですか

ね。 

○委員長（田方芳信君） 吉田係長。 

○長寿支援課介護給付係長（吉田 浩君） は

い。委員、おっしゃることは、大変よくわかる

んですが、どうしても移動の部分に関しまして

は、御本人様の認知症の問題とか、医療機関で

のコミュニケーション能力とか、そういったこ

とになってまいります。どうしても御家族が難

しいということになりますと、それ以外の方法

をお願いすると、――お願いしているというと

ころが現状でございます。（委員福嶋安徳君

「後の部分は、また聞きます」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） ありませんね。なけ

れば、以上で、議案第９２号・平成２５年度八

代市介護保険特別会計歳入歳出決算についての

質疑を終わります。 

 小会します。 

（午後１時５７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５９分 本会） 

◎議案第９３号・平成２５年度八代市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９３号・平成２５年度八代市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算について、

歳入歳出一括して説明を求めます。 

○建設部長（市村誠治君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） はい。皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建

設部長の市村でございます。座って説明させて

いただきます。 

 それでは、平成２５年度決算審査に当たりま

して、建設部所管分の下水３特会、――公共下

水道事業、農業集落排水処理施設事業、浄化槽

市町村整備推進事業の総括を述べさせていただ

きます。資料につきましては、主要施策調書の

その３でございます。 

 特別会計の公共下水道事業、農業集落排水処

理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業では、

衛生的で快適な暮らしを確保し、川や海の水質

を保全していくため、引き続き、面的整備と処

理場の老朽化した施設の改築並びに水洗化の普

及促進や経営の安定化、効率化を図っていると

ころでございます。 

 まず、公共下水道の雨水事業では、新開町に

ある中央雨水ポンプ場のポンプ本体の緊急的な

修繕を行うとともに、計画的な施設の長寿命化

を図るため、改築更新の業務委託を行っており

ます。 

 また、汚水整備につきましては、面整備で八

千把、松高、宮地地区の管渠布設を、水処理セ

ンターでは２６年度に債務負担を設定し、平成

２５、２６年度で施設の長寿命化工事を行って

おります。千丁処理区、鏡処理区では、引き続

き、汚水の管渠布設を行っておりまして、平成

２５年度末の普及率は、八代処理区で４４.５

％、千丁処理区で８２.５％、鏡処理区で５１.

１％でございます。 

 次に、東陽町、泉町の農業集落排水処理施設

事業では、普及率は１００％でございますの

で、さらなる水洗化の普及促進に努めていると

ころでございます。 
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 また、浄化槽市町村整備推進事業では、平成

２５年度末の整備率が６０％でございます。 

 平成２５年度決算におきましては、３特別会

計とも、まだ一般会計からの繰入金に頼らざる

を得ない状況でございますが、平成２５年度末

の債務残高につきましては、３特別会計あわせ

て対前年度９億８０００万４０００円減の２７

１億５６９１万９０００円でございます。今後

とも、さらなる経営の安定化と効率化に努めて

まいる所存であります。 

 その取り組みといたしまして、公共下水道事

業では、平成２７年度から企業会計を導入し、

経営状況の明確化を図り、経営改善につなげて

行きたいと考えております。 

 以上、平成２５年度決算における建設部所管

分の特別会計の総括といたします。 

 なお、詳細につきましては、松本下水道総務

課長及び楠本下水道建設課長より説明させます

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） 松本理事兼下水道総

務課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）下水道総務課長の松本です。隣は、下水道

建設課長の楠本です。（下水道建設課長楠本研

二君「楠本です。よろしくお願いします」と呼

ぶ）（｢お願いします」と呼ぶ者あり）座らせ

ていただいて説明します。よろしくお願いしま

す。 

 それでは、平成２５年度八代市特別会計歳入

歳出決算書の８５ページをお願いします。 

 議案第９３号・平成２５年度八代市公共下水

道事業特別会計歳入歳出決算について、御説明

いたします。 

 本市の下水道事業は、昭和４８年に雨水整備

事業から着手し、昭和６０年３月に八代市水処

理センターを供用開始して以来、生活環境の改

善や公共水域の水質保全を目的に下水道の整備

促進に努めてきております。また、平成１７年

８月の市町村合併に伴い、旧八代市の八代処理

区に加え、旧鏡町、旧千丁町の鏡処理区、千丁

処理区、さらには、平成１８年度、新たに新八

代駅周辺を中心とする八代東部処理区の４処理

区をあわせました１９４４ヘクタールについて

事業計画を定め、整備促進を目指しているとこ

ろでございます。 

 それでは、決算状況につきまして、歳入は決

算書、歳出は決算書と主要な施策の成果に関す

る調書、以下、主要施策と言います、に基づ

き、御説明いたします。なお、決算額につきま

しては、１０００円未満を切り捨てて御説明い

たします。 

 八代市公共下水道事業特別会計の決算書の最

終ページになります１０８ページ、実質収支に

関する調書をお願いします。１０８ページで

す。 

 歳入総額４１億５８３１万３０００円に対し

まして、歳出総額４０億４７８０万９０００

円、歳入歳出差引額１億１０５０万４０００円

から、翌年度に繰り越すべき財源７３６万６０

００円を差し引きました実質収支は１億３１３

万８０００円でございます。実質収支につきま

しては、平成２７年度の企業会計移行時の現金

資産を保有し、下水道事業の経営安定及び弾力

的な企業経営を図るものでございます。 

 続きまして、歳入の決算状況について事項別

に概要とあわせて御説明いたします。決算書の

９４ページをお願いします。 

 まず、款１・分担金及び負担金の項１・負担

金、目１・公共下水道事業費負担金と項２・分

担金、目１・公共下水道事業費分担金でござい

ますが、下水道の管渠整備に要します費用の一

部を下水道が整備され、使用可能となりました

土地や建物の所有者、いわゆる、受益者に対し

て負担金や分担金を求めるものでございます。 

 収入済額は１億８４５万円で、処理区ごとの
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金額を備考欄に記載しておりますが、新規に供

用開始となりました区域の増加や大口事業所の

接続により、前年度から５２６９万円の増収と

なっております。なお、収入未済額は、対前年

度から１３４９万４０００円減の２０８７万７

０００円でございまして、現年度分の収納率

は、対前年度から５.２％増の９６.５％となっ

ております。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・下水道使用料は、汚

水処理にかかります維持管理費と資本費、いわ

ゆる、建設事業債など市債の元利償還金に充当

するため徴収するものでございます。使用料の

収入済額は、水洗化人口の増加により、対前年

度から１０６０万１０００円、率にして１.２

％増の９億７６７万円でございます。なお、収

入未済額は、前年度より８９５万５０００円増

の１億１４３５万２０００円となっておりま

す。昨今の経済不況の中、下水道使用料の徴収

も厳しい状況にあるため、収納率は現年度分で

０.１％減の９６.３％となっております。今後

も引き続き、催告状の送付や夜間徴収の実施な

ど、収納対策の強化を図ることで収納率の向上

を目指してまいります。 

 ９６ページをお願いします。 

 項２・手数料、目１・下水道手数料は、排水

設備指定工事店証の交付手数料１８０万円及び

下水道使用料の督促手数料１１３万７０００円

でございます。 

 次に、款３・国庫支出金の項１・国庫補助

金、目１・公共下水道事業費国庫補助金でござ

いますが、主に、汚水、雨水管の幹線、管渠の

新規整備や水処理センターの改築更新に係りま

す国庫補助金でございます。 

 当初予算額３億５３００万円、補正予算額４

６６０万円、前年度からの繰越事業分１億５４

１４万２０００円をあわせました予算額５億５

３７４万２０００円に対しまして、収入済額は

３億９１５１万８０００円でございます。な

お、収入未済額は１億４２５１万９０００円に

ついては翌年度への繰越財源でございますが、

繰越理由などにつきましては、歳出の方で御説

明いたします。 

 次に、款４・財産収入の項１・財産運用収

入、目１・財産貸付収入８万円についてです

が、主に、下水道施設内の電柱設置に伴う土地

貸付料でございます。 

 ９８ページをお願いします。 

 款５・繰入金の項１、目１・一般会計繰入金

についてですが、予算額１７億３８６３万円に

対しまして、収入済額は、対前年度から２２０

０万円減の１７億４００万円でございます。減

額理由といたしましては、職員３名減による人

件費の減と受益者負担金、分担金が当初見込み

より増加したことにより、繰入金が減額となっ

たものでございます。 

 なお、繰入金には、総務省の通達により、公

費負担が妥当として一般会計からの繰り出し基

準を設けている基準内繰入金と自治体の政策的

判断で事業収入の不足分を補塡する基準外繰入

金がございます。まず、基準内繰入金について

ですが、下水道事業で行います雨水処理に係る

費用や資本費負担の軽減を図ることを目的とし

た高資本費対策経費などがございます。一部に

ついては、一般会計の負担軽減を図るため国か

らの交付税措置が行われており、１５億３９２

５万５０００円を繰り入れております。次に、

基準外繰入金についてですが、本市のような整

備途上の場合、処理場などの施設整備に多額の

費用を要するものの、施設の利用する率は低

く、また、使用料収入も少ないことから、財源

不足分を一般会計からの基準外繰入金で賄って

いるのが現状でございます。この基準外繰入金

は、１億６４７４万５０００円となっておりま

すが、本市の財政状況も厳しいことから、さら

なる収入の確保や支出の抑制に努め、今後もよ
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り一層の削減を目指してまいります。 

 続きまして、款６・繰越金の項１、目１・繰

越金ですが、これは前年度の剰余金を平成２５

年度に繰越したものでございます。 

 次に、款７・諸収入の項３、目１・雑入です

が、汚水管築造工事に伴う同時施工負担金３０

１万５０００円が主なものでございます。松崎

町、永碇町の汚水管築造工事を行う際に、九州

ガスとの協定、契約により、ガス管を同時埋設

しており、これに伴う負担金でございます。な

お、例年、消費税の還付がございますが、本年

度は、事業費の縮減や使用料収入の増加により

消費税の納付をしております。 

 次に、款８、項１・市債の目１・公共下水道

事業債でございます。当初予算額９億３１２０

万円、補正予算４６６０万円、前年度からの繰

越事業分１億６０００万円をあわせました予算

額１１億３７８０万円に対しまして、収入済額

は９億７０２０万円でございます。なお、収入

未済額の１億３９３０万円につきましては、先

ほどの国庫補助金と同様、翌年度への繰越財源

でございます。また、備考欄に処理区ごとの借

入額を記載しておりますが、３処理区分をあわ

せました建設事業債として、雨水事業分が２５

００万円、汚水事業分が４億５８２０万円の計

４億８３２０万円を借り入れており、前年度か

ら２億１６９０万円減額いたしております。さ

らに、公債費の返済財源として借り入れをして

おります資本費平準化債や特別措置分について

は、前年度から１億１８００万円減額の４億８

７００万円を借り入れております。なお、償還

期間については、建設事業債が５年間の元金据

え置きを含む３０年償還、資本費平準化債が２

年間の元金据え置きを含む１０年償還、特別措

置分が据え置きなしの１０年償還となっており

ます。 

 ここで、地方債の現在高について御説明いた

します。監査意見書の７１ページ、市債の現状

にも記載しておりますとおり、２４年度末の残

高２７４億２３９４万円に対しまして、２５年

度の市債、いわゆる、借入額が９億７０２０万

円。歳出で御説明いたしますが、元金償還金が

１９億２７５万８０００円でございますので、

借入額と償還額の差し引き９億３２５５万８０

００円が前年度より減少し、２５年度末残高は

２６４億９１３８万２０００円でございます。 

 債務残高の削減については、本市の重要課題

であり、今後も引き続き、建設費の抑制や平準

化を図り、また、使用料の増収など収益の確保

に努めることで、債務残高の削減に努めてまい

ります。 

 簡単ではございますが、以上、歳入分の説明

とさせていただきます。 

 続きまして、歳出の決算状況について御説明

いたします。決算書の１０６ページをお願いし

ます。 

 予算現額４４億６６２６万６０００円に対し

まして、支出済額４０億４７８０万９０００

円、翌年度への繰越額２億８９１８万４０００

円を除きます不用額は１億２９２７万２０００

円となっております。 

 １０２ページをお願いします。 

 まず、款１、項１・公共下水道事業費、目１

・下水道総務費ですが、各処理区の人件費のほ

か、下水道使用料の賦課徴収に係る経費や水洗

化率の向上を図るための下水道普及促進経費な

どでございます。まず、節２の給料から節４の

共済費までは、２０名分の職員給与経費１億４

２９７万円でございます。次に、使用料賦課徴

収経費として、量水器の修繕料や印刷製本費な

どの需用費１２４万９０００円、郵便料や口座

振替手数料、量水器取りつけ手数料などの役務

費１５１６万５０００円がございます。節１３

・委託料１１３９万３０００円は、主に、八代

市シルバー人材センターに委託しております使

用料徴収業務委託２５９万５０００円や量水器
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検針業務委託１４０万８０００円、下水道未接

続世帯への戸別訪問業務委託２２７万５０００

円のほか、平成２７年度から企業会計への移行

を予定してます企業会計システム構築委託３６

４万３０００円、資産評価等の地方公営企業法

適用移行準備業務委託１４７万円などがござい

ます。また、節１９の負担金補助及び交付金２

２７万５０００円は、３１件分の水洗便所改造

助成金１５０万円が主なものでございます。 

 なお、新築家屋の下水道接続件数は増加した

ものの、改造、改築に伴う接続件数が少なかっ

たため、１６３万円の不用が生じております。 

 ここで、平成２５年度末の水洗化状況を御説

明いたします。水洗化率は、下水道が整備され

使用可能となりました人口、いわゆる、普及人

口に対し、実際に下水道に接続され、使用され

ている人口の割合を言います。普及人口は対前

年度８７０人増の５万８４４９人に対しまし

て、水洗化人口は前年度より１２３１人増の４

万５１７７人でございますので、水洗化率は２

４年度末より１.０％増の７７.３％となってお

ります。水洗化率については、他市と比較して

も低い状況でございますので、今後も引き続

き、先ほど述べました助成制度の一層のＰＲを

含め、水洗化率向上に向けて取り組みを続けて

いきたいと考えております。 

 次に、目２・雨水ポンプ場費ですが、市街地

の浸水防除を図るため、雨水ポンプ場の維持管

理経費でございまして、八代処理区には、野上

ポンプ場、中央ポンプ場、麦島ポンプ場がござ

います。 

 主な経費といたしましては、施設の電気料や

燃料費などの需用費２７６３万２０００円、中

央ポンプ場のポンプ用エンジンの点検、堆積し

た土砂を取り除くしゅんせつ業務などの委託料

３４９５万９０００円がございます。また、補

正予算額１５６３万円につきましては、中央ポ

ンプ場ナンバー１・１５００ミリポンプ用エン

ジンの緊急整備に係る委託料でございます。そ

の他、繰越事業繰越額の１１５５万円は、同じ

く中央ポンプ場１８００ミリエンジンの緊急修

繕に係る修繕料でございます。 

 次に、目３・下水道維持管理費ですが、水処

理センターや中継ポンプ場など汚水処理施設の

維持管理経費でございます。 

 主な経費といたしまして、節２・給料から節

４・共済費までの４名分の職員給与２３６５万

円や施設管理に必要な薬品代、電気料などの需

用費７５１９万４０００円、水処理センターや

中継ポンプ場、マンホールポンプの電話料など

の役務費３３０万３０００円がございます。そ

の他、施設の運転管理業務や機器等の保守点

検、汚泥処理業務などの委託料２億６２９万９

０００円がございます。 

 なお、需用費に５２８万２０００円の不用が

生じておりますが、これは、千丁処理区におい

て、マンホールポンプのオーバーホール計画に

基づき、当初、３基予定しておりましたが、マ

ンホールポンプの稼働状況に支障がないことか

ら、実施を見送ったため不用となったもので

す。また、委託料では、７８４万９０００円の

不用が生じておりますが、主に、水処理センタ

ーから発生いたします汚泥の収集運搬や堆肥化

等の業務委託の入札単価が当初見積もり額より

低額であったためでございます。 

 １０４ページをお願いします。 

 節１９・負担金補助及び交付金ですが、主

に、八代北部流域下水道の維持管理負担金でご

ざいます。八代北部流域下水道につきまして

は、県管理の汚水処理場及び汚水幹線の維持管

理費を八代市・宇城市・氷川町において負担し

ており、千丁処理区分４１７０万円、鏡処理区

分５６６６万３０００円でございます。 

 施設の維持管理につきましては、今後も引き

続き、日常点検の充実を図り、故障の早期発見

や計画的な機器整備に努めることで、維持管理
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費の抑制及び施設の長寿命化を目指していきた

いと考えております。 

 次に、目４・下水道建設費ですが、汚水、雨

水の幹線、管渠の整備や水処理センターなど施

設の改築、更新に係る経費でございます。補正

予算額９３２０万円につきましては、本年度２

月の国の第１次補正に伴い、八代処理区幹線工

事及び管渠布設事業について補正を行ったもの

でございます。 

 それでは、お手元の主要施策に基づき、事業

ごとに御説明をいたします。 

 まず、主要施策調書のその３になるかと思い

ます、の３８９ページをお願いします。 

 ここで、申しわけございませんけど、主要施

策の調書の修正をお願いします。３８９ページ

の一番下の欄で、上から３行目、中央ポンプ場

ナンバー１ポンプ用エンジン整備委託の金額２

８３３万２１５０円を２８２４万５０００円、

２８２４５０００に。５行目、中央ポンプ場し

渣処分業務委託の金額１８８万７４２０円を１

２０万２０９０円、１２０２０９０に修正をお

願いします。申しわけございません。 

 それでは、雨水ポンプ場管理運営事業です

が、本事業は、大雨時の雨水を速やかに排除

し、流域住民の生命・財産を守ることを目的

に、市が設置しております新開町の中央ポンプ

場、本町１丁目の野上ポンプ場、中北町の麦島

ポンプ場、各施設の維持管理及び保守点検に適

切に実施する事業でございます。 

 平成２５年度は、６５２８万８０００円を支

出しており、主な内訳は、委託料３４９５万９

０００円、需用費２７６３万２０００円、工事

請負費２４９万５０００円などでございます。

このうち、委託料、中央ポンプ場ナンバー１・

１５００ミリポンプ用エンジン整備委託２８２

４万５０００円、野上ポンプ場ほか１件しゅん

せつ委託３１６万５０００円、中央ポンプ場等

し渣処分業務委託１２０万２０００円など、需

用費では、各ポンプ場の光熱水費、燃料費など

が主なものでございます。また、工事請負費で

は、中央ポンプ場のベルトコンベアー等さびど

め塗装工事を実施しております。その他、平成

２４年度の繰り越し分では、中央ポンプ場１８

００ミリポンプ用エンジンの修繕１１５５万円

を支出しております。 

 今後も、中央ポンプ場の維持管理費など、多

額の費用を要しますが、大雨時の浸水被害の軽

減を図る上で、中央ポンプ場施設の果たす役割

は非常に大きいことから、適切な維持管理と計

画的な改修を実施し、施設の長寿命化及び浸水

被害の軽減に努めてまいります。 

 次に、３９１ページ、八代処理区幹線工事及

び管渠布設工事ですが、本事業は、下水道事業

の基本的役割である生活環境の改善や公共用水

域の水質保全、さらには、大雨時の浸水被害の

軽減を図るため、新八代駅周辺の八代東部処理

区を含みます事業計画区域１４７４ヘクタール

におきまして、下水道の普及、促進を目指して

おり、昨年度は、八千把地区、松高地区、太田

郷地区を中心に施工延長８.９キロメートル、

整備面積４４.５ヘクタールの整備を実施して

おります。 

 決算額６億２９９２万５０００円についてで

すが、現年度分では、委託料で管渠築造工事設

計委託１６３３万９０００円や下水道台帳作成

委託７５６万円など、工事請負費では、古閑中

町や松崎・永碇町ほか汚水管築造工事２億６４

０６万５０００円、ガス管・水道管など地下埋

設物移設補償６１５万１０００円などがござい

ます。また、繰越明許費２億５００５万７００

０円を計上しておりますが、これは、国費の最

終内示が昨年の１２月末、国の第１次補正の内

示が本年の２月にあり、工事発注が大幅におく

れたことやコンクリート資材の確保に不測の日

数を要したことから、年度内の工事竣工が困難

となったため繰り越しているものでございま
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す。平成２４年度からの繰り越し分では、委託

料の管渠築造工事設計委託１６６９万５０００

円、宮地町ほか汚水管築造工事２億９１５４万

２０００円、地下埋設物移設補償１９９万６０

００円がございますが、２５年度中に竣工し、

２６年度より供用開始を行っているところでご

ざいます。 

 ここで、予算額から決算額及び翌年度への繰

越額を差し引きました不用額４７２０万５００

０円の主なものについて御説明いたします。 

 まず、委託料、１７６４万８０００円の不用

が生じておりますが、２５年度当初予算で予定

しておりました下水道管渠調査業務について、

補助内示の減によって実施できなかったことや

管渠の長寿命化計画策定業務を緊急的に雨水ポ

ンプ場の長寿命化計画策定に振りかえたこと及

び入札差額などにより不用が生じたものでござ

います。 

 また、水道・ガス等の移設補償では、実施設

計の段階で他の埋設物との影響を最小限にとど

めるよう計画の見直しを行い、補償費の抑制を

行ったため、２２１５万２０００円の不用が生

じております。 

 本市の下水道普及率は、全国及び県内平均と

比較しましても、４３.４％と低い状況にあ

り、下水道の早期普及、整備促進が求められま

すが、今後は、整備してきた資産を適正に維持

管理し、かつ、既存施設の改築更新や老朽化対

策も取り組まなければなりません。さらには、

ゲリラ豪雨時の浸水対策事業も重要な課題とな

っていることから、引き続き、事業費縮減を図

り、地域特性に見合った効率的かつ効果的な整

備促進に努めていきたいと考えております。 

 次に、３９３ページの水処理センター施設整

備事業ですが、本事業は、新港町にあります水

処理センターにおいて、第２期長寿命化計画に

基づき改築工事を行う事業でございます。平成

２５年から２６年度の２カ年事業で、下水道事

業団と協定を締結し、改築工事委託契約を行っ

ており、総事業費２億６４６６万円でございま

す。このうち、平成２５年度は９８００万円を

支出しております。最初沈殿池及び最終沈殿池

のかき寄せ機の改築更新や水路の防食工事など

が主なものでございます。 

 なお、さきの９月定例会の議案第８０号にお

いて、説明、承認をいただきました工事前の詳

細調査において、かき寄せ機の主要部分に著し

い劣化が見つかり、工事内容及び行程に大幅な

見直しが必要となり、契約額を２億４０００万

円から２億６４６６万円に増額変更し、平成２

５年度予算においても繰越明許費３２００万円

を設定しております。 

 水処理センターにつきましては、供用開始か

ら３０年が経過することから、今後も施設の長

寿命化対策として、ライフサイクルコストの最

小化や耐震化等機能向上も考慮した改築更新を

計画的に推進していきたいと考えております。 

 次に、３９５ページの千丁処理区幹線工事及

び管渠布設事業ですが、本事業は、平成７年度

の事業開始から生活環境の改善と公共用水域の

水質保全を目的に、事業計画区域１８２.５ヘ

クタールにおきまして、下水道の普及、促進を

目指しており、２５年度は、西牟田地区を中心

に施工延長０.７８キロメートル、整備面積３.

０８ヘクタールの整備を実施しております。 

 決算額５７０２万６０００円についてです

が、主に、西牟田地区ほか汚水管築造工事４９

９０万７０００円、水道管の移設補償４８１万

１０００円、八代北部流域下水道の建設負担金

２１万７０００円などでございます。なお、西

牟田下地区管渠築造工事など一部工事につきま

しては、本年３月の国の補正予算第１号による

追加交付決定であるため、年度内の工事が困難

で、繰越明許費７１２万７０００円を計上して

おります。 

 次に、３９７ページ、鏡処理区幹線工事及び
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管渠布設事業ですが、本事業も先ほど千丁処理

区幹線工事及び管渠布設事業と同様、平成７年

度から事業計画区域２８８ヘクタールにおきま

して、下水道の普及、促進に努めており、鏡町

内田地区や有佐下村地区の幹線工事を中心に施

工延長１.２キロメートル、整備面積３.６ヘク

タールの整備を実施しております。 

 決算額１億１３０８万８０００円について

は、主に、事業計画変更業務委託７３５万円や

鏡第５汚水幹線ほか管渠築造工事９９２４万

円、水道管の移設補償２７０万１０００円、八

代北部流域下水道事業の建設負担金４４万３０

００円などでございます。なお、事業内容の見

直しや入札残により、委託料に４５５万円の不

用が生じております。 

 それでは、決算書に戻りまして１０４ペー

ジ、決算書の１０４ページです。 

 款２、項１・公債費、決算額２４億２４２６

万４０００円について御説明いたします。目１

・元金及び目２・利子についてですが、３処理

区をあわせました決算額は、それぞれ１９億２

７５万８０００円と５億２１５０万６０００円

となっており、処理区ごとの内訳は、備考欄に

記載しております。 

 なお、公債費につきましては、平成１９年度

の２７億１６００万円をピークに年々減少して

おりますが、接続率の低迷や費用に見合う料金

設定がなされていないなど、使用料収入が十分

ではなく、公債費の大部分を一般会計からの繰

入金により補塡している状況でございます。さ

らに、施設建設の継続や老朽化した下水道施設

の改築、更新に多額の費用を要し、少子高齢化

や節水型社会など社会構造も大きく変化するこ

とから、独立採算制を原則とする下水道事業を

取り巻く環境は厳しさを増すことが予想されま

す。 

 このように、下水道事業の経営環境は大変厳

しい状況にあり、多くの課題を抱えていること

から、限られた予算の中で効率的に事業を行う

べく、早急に経営改善に向けた取り組みが必要

になります。 

 そこで、本市におきましても経営基盤の強化

に向けた取り組みとして、平成２７年度から企

業会計を導入し、経営状況を明確化すること

で、今後の事業方針の見直しや経営計画の策定

につなげたいと考えております。 

 以上、議案第９３号・平成２５年度八代市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明とさ

せていただきます。御審議のほど、よろしくお

願いします。 

○委員長（田方芳信君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。今、さまざまな

ですね、条件の中で御苦労されてるっていうこ

とは重々承知しております。 

 その中でも、経営、――審査意見書ですね。

基金運用状況、監査のですね、９０ページあた

りで、なかなかやはり財政的に厳しい御指摘が

されているかというふうに思います。 

 今後ですね、新設を計画しながら、その中

で、既存の施設の老朽化対策とか、地震対策と

かっていう整備をですね、並行して行わなけれ

ばならないという時期が来るかと思います。中

長期的な観点からですね、今後のその事業計画

等は、組まれてるとは思いますけど、それに伴

う財政シミュレーション的なものは、今後、―

―今現在、お持ちでしょうか。なければないで

もいいですけど。（｢なければなかでよかっで

す」と呼ぶ者あり） 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（中村光宏

君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 中村副主幹兼係長。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（中村光宏

君） 下水道総務課の中村と申します。 



 

－48－

 今、委員さんがおっしゃられました中期財政

計画についてはですね、特にはまだ定めており

ませんので、実質的にはないということになり

ます。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 堀委員。 

○委員（堀 徹男君） はい。こう厳しい御指

摘、――監査委員の指摘の中には厳しい御意見

あると思います。全市的なですね、財政を鑑み

るときに、特別会計の中にも繰出金が出てます

し、実質公債、――市債の残高もですね、２６

０億円でしたっけ、かなりの額を占めてると思

います。 

 現状は現状としてですね、今後、こういった

社会資本、インフラ整備にするに当たってはで

すね、事業計画を行われるとともにですね、一

緒に財政シミュレーションをあわせて、２７年

度から計画を立てられるということであります

ので、例えば、５年、――新設と、それから、

ランニングコストの部分で、どういった事業に

どれぐらいの予算が必要かというのは、概略で

ですね、大体、計画できると思うんです。それ

が、市の財政に反映されるというふうに考えら

れますので、あわせて計画のほうをですね、さ

れたらいかがかなというふうに思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 下水道管なんかの新た

に布設されるとかされる工事があると思うんで

すけど、前にも言ったことがあるんですけど、

上水道を布設されるというのがありますよね。

そういうとこは、あわせてこうやるようなそう

いうやり方は今でもされてるんですか。前は、

別々だった、昔は別々だった。それが、だんだ

んこう一緒になって、横の連携ですかね、それ

をやって、少しずつこう効果が上がってるのか

なと思いますけども、そういうのは、やっぱり

時期とか、そういうのいろいろ問題があるか

ら、なかなかそれが合うのはないでしょうけれ

ども、時々、そういうことをやっておられるの

かなと。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） 水道管と

か、ガス管とかの同時埋設につきましてはです

ね、毎年、年度当初、次年度の計画とかを打ち

合わせしながら、連絡を密にとって、できると

ころは同時埋設の工事をやっております。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） もう一つ、別なやつを

いいですかね。 

 それと、今度は、下水道の滞納なんかです

ね。使用料の、――下水道の使用料の滞納なん

かありますけど、これに対する滞納者への対応

ちゅうのは、どんなふうにされてるんですか。

極端な話ではあるけれども、もう下水道につな

いだところを閉めるとか、今、――下水道はな

いのかな、閉めるのは。給水は止水栓があるか

らあれですけども、どんなふうな対応されてる

んですか。 

○委員長（田方芳信君） 宮川副主幹兼係長。 

○下水道総務課副主幹兼業務係長（宮川芳行

君） 下水道総務課の宮川と申します。 

 下水道使用料等の滞納に対して、どのような

対応をとっているのかということでございます

けれども、下水道使用料で言いますと、９月分

の下水道使用料の納期が１０月１０日ていうこ

とになります。その納期を過ぎまして、月末に

なりましても納付いただけない場合は、督促状

というのを、まず、お送りします。それから、

それでもお支払いいただけない場合は、催告状

という形で、年３回送付して、納付をお願いし

ているところでございます。それでも納付いた

だけない場合は、市よりの徴収委託という形で

委託しておりますけれども、昼間はその委託職
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員がお宅のほうにですね、臨戸訪問しまして、

納付のお願い等をすると。それから、職員のほ

うがですね、夜間徴収という形で納付をお願い

しているところでございます。 

 それから、滞納処分というお話もございまし

たけれども、そういったところまではまだ実施

はしてないところでございまして、滞納がある

からといって、下水道をとめるということはで

すね、できないというふうに考えております。

（委員増田一喜君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。その３の３８９

ページの雨水ポンプ場の管理運営事業ですが、

山の中おりますと、雨水ポンプ場ちゅうのは、

あまり目にできないんですけれども、おそら

く、雨水があったときに、ポンプでですね、く

み上げてというのと思うんですが、ここに、一

番下の３行目、さっき訂正したところに、中央

ポンプ場ナンバー１ですか、ポンプ用エンジン

の整備委託２８００、――約ですね、２８００

万ですが、これは、整備委託のこの内容という

か、わかりますかね。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。中央

ポンプ場のエンジンの整備内容なんですけど

も、このポンプにつきましてはですね、前年度

ぐらいに１回、維持点検、――点検をやってお

りましたときに、一応、分解をやってるんです

けども、そのときに、部品が、――ピストンだ

ったかな、主要部分の部品にですね、異常があ

ったんですけれども、当時、部品がありません

でしたので、一応、応急的な処理をしながら復

元を、――元に戻しながら運転管理をやってお

りましたんですが、ことし、――２５年度にな

って、部品が見つかったということもありまし

てですね、応急的に取りかえの委託をやったも

のです。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） これ、どのくらいのエ

ンジンですか。例えば、ディーゼルエンジンの

出力はどのくらいで、排気量はどのくらいとい

うのがあるんですかね。 

○委員長（田方芳信君） 松野場長。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長

（松野光洋君） はい。エンジンの出力までは

ちょっと把握はしてないんですが、今、中央ポ

ンプ場には３台のエンジンポンプが座ってま

す。ポンプの径につきましては、１８００ミリ

が１台、１５００ミリが２台。エンジンにつき

ましては、ほぼ３台とも同じエンジンを使用し

ております。ちょっと出力的にはちょっと、―

―済みません、原動機につきましてはですね、

６００馬力のエンジンになっとります。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 排気量はわからないん

ですが。というのがですね、もし、１基で２８

００万だったら、新品買ったら幾らかかるのか

なと思ってですね。 

○委員長（田方芳信君） 松野場長。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長

（松野光洋君） はい。新品になりますと、メ

ーカーから聞いてますのは、約１億近くかかる

というのは聞いております。エンジンだけかえ

るてなると、本来、ポンプとのすり合わせがあ

りますので、減速機だったりとか、ほかの機の

分まで交換ということになりますので、ちょっ

と高額になっております。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。

（委員松永純一君「ポンプのエンジンにはあん

まり詳しくなかった」と呼ぶ）（笑） 

 ほかにありませんか。 
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 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） えっと、関連になる

ばってん。だけん、部品がなかけんとかってい

うことであるならばたい、今後、どういうふう

に対応するわけ。（｢じゃから、あった」と呼

ぶ者あり）うんねうんね、これは、あったばっ

てん、大分、期間のあって見つかったっでしょ

う。な。すぐに部品があったってわけじゃなか

っでしょう。ということは、これからはどんな

あれが、機械に対する支障があるかわからぬけ

ど、また部品がなかれば、そんな期間っていう

ことなんならば、ものすごい支障来る可能性あ

っじゃなかですか。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。御指

摘のとおり、今使ってるポンプちゅうのは、も

う古いやつで、交換する部品がありません。そ

こで、２５年度におきましては、長寿命化計画

を立てましてですね、改築工事のほうに進んで

いきたいと考えております。 

○委員（鈴木田幸一君） ああ、わかりまし

た。 

 はい。 

○委員長（田方芳信君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。ちょっと進捗

状況についてお聞きしたいんですけど、今、八

代で４４.５％、千丁で８２.５％、鏡で５１.

１％という進捗状況でありますけれども、これ

については、当初の計画からどのくらいおくれ

とっとですかね。当初計画から。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長でよか。 

 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。 

 鈴木田委員の申された数字は、普及率という

ことでですね、（委員鈴木田幸一君「ああ、は

い」と呼ぶ）普及率は何パーセントの、当初の

とは、当初目標に比べておくれてるっちゅうの

は、ちょっと私も把握してないんですけど、若

干、普及率は低いということです。普及率に関

しましては。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） いや、このパーセン

トがどうかていうことじゃないんですけれど

も、当初、たしか、計画に基づいて地元説明会

ば役所はしておるんですよね。それで、地元か

らの、今、よく聞こえてくる声が、うちは、も

うしとらぬばんはずが、まだ工事もかかっとる

様子はなかて、いつ来っとだろかっていう質問

をよく受けるんですよ。だから、今、予算的な

ものもあるから、もちろん、私たちが答える内

容ではありませんけれども、やっぱし、そうい

った意味ではですね、地元説明ちゅうとばです

ね、しっかりしていかんば。これ、負担金ばで

すね、もらいながらするわけですから、うち

は、もう老人世帯でとてもしきらぬばいってい

う家庭がどんどん出てくる可能性がありますの

で、やっぱし、そういった意味からですね、し

っかりした地元説明しながら、今からの、――

今現在してるところについてはいいんですけれ

ども、これから先、また計画を立てて、立てな

がら、立て直しながら行く可能性がありますの

で、その辺についての説明ちゅうとばしっかり

していただきたいというふうに思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません。調

書のやつのですね、３９２ページから３９４ペ

ージ、３９６ページ、３９８ページていうとこ

ろで、同じことがですね、書いてあっところが

あったので気になったっですけれども、下水道

事業のほうが基準外繰り入ればやってから、や

っとなんとかていうような話でですね、やって

るっていうことで、受益者負担が求められるて

いうふうに記載があっとですよね。ということ
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は、今の時点で、やっぱり安いということなん

でしょうね、多分。もう少し高くとらぬといか

ぬですねっていうような思いがあろうというよ

うなことで、こんなことば書いとらすと思うと

ですけど、どれぐらい上げれば、その基準外と

かそういうとの入れぬでもよかごたあれになっ

とですかね。ざっとしたところでもよかですけ

ど。プラス幾らぐらいなんですかね。今より。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（中村光宏

君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 中村副主幹兼係長。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（中村光宏

君） 済みません。お待たせしました。下水道

使用料についてはですね、今年度、料金改定の

審議会等も行っておりますけれども、その中の

資料でいきますとですね、大体、４人世帯で２

４立米、一月に使われる世帯であれば、本来、

一月に使用料で賄うべき金額というのは、大

体、７１００円ぐらいになります。実際です

ね、今現在、その７１００円の中で負担してい

ただいているのが、４０００円程度ということ

で、半分ちょっとぐらいの負担になっている状

況です。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。

ありがとうございました。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 関連してですけど、

今のお話は、建設に係る受益者負担だというふ

うに思うんですけど、それに関して、今、先ほ

ど回答のお話は、その使用に係る受益者負担ち

ゅうことですよね。そちらのほうは、どういう

ふうに考えられてますか。 

○委員長（田方芳信君） 中村副主幹兼係長、

――もう一回、ちょっと、もう一回、中山委

員、今の質問の趣旨をもう一回伝えていただい

てよかですか。 

○委員（中山諭扶哉君） 先ほどの回答ありま

した分は、下水道の使用に対する受益者負担て

いうお話だったですけど、恐らく、ここに書い

てあるのは、建設、――埋設にかかわる建設に

必要な受益者負担ていうことで、考えとるんで

すけど。（｢普及ば言いよっとかい、どっち。

聞けばよかったい。こっちはこっちで了解さし

たっだけん。そらあんたの意見、そっば聞け」

と呼ぶ者あり）はい。 

○委員長（田方芳信君） 中村副主幹兼係長。 

○下水道総務課副主幹兼経営係長（中村光宏

君） 下水道建設費に関しましてはですね、基

本的に、――の財源については、補助金が、大

体、半分、それから、その残りをですね、起債

して賄うような形になっております。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。非常にです

ね、厳しい財政状況ですので、下水道もです

ね、合併処理漕もですね、同じような水質が得

られるということですので、ぜひともですね、

合併浄化槽のほうもですね、同時にもっと普及

を進められたほうがいいかというふうに思いま

す。ありがとうございました。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で、

議案第９３号・平成２５年度八代市公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算についての質疑を終

わります。 

 休憩します。 

（午後２時５７分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１０分 開議） 

◎議案第９４号・平成２５年度八代市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（田方芳信君） それでは、休憩前に
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引き続き、決算審査特別委員会を再開いたしま

す。 

 次に、議案第９４号・平成２５年度八代市簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算について、歳

入歳出一括して説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） お疲れさまです。

水道局の宮本です。よろしくお願いいたしま

す。座りまして、説明させていただきます。 

 決算書の１０９ページをお願いいたします。

議案第９４号・平成２５年度八代市簡易水道事

業特別会計歳入歳出決算について御説明いたし

ます。 

 まず、事業の概要でございますが、本市の簡

易水道事業は、山間部を主に八代地区１カ所、

坂本地区２８カ所、東陽地区２カ所、泉地区１

３カ所の４４の水道施設でございます。平成２

５年度末の給水戸数、給水人口は、八代地区４

２戸の１２０人、坂本地区１５８５戸の３３１

６人、東陽地区２５４戸の６５１人、泉地区３

２５戸の７６９人で合計の２２０６戸、４８５

６人でございました。 

 本年度は、改良事業といたしまして、坂本地

域において４地区の簡易水道を統合し、配水管

の改良工事を行うとともに、中津道地区統合簡

易水道整備のための変更認可申請及び実施設計

の業務委託を行い、泉地区におきましては、樅

木地区簡易水道の浄水施設、導水管及び配水管

の改良工事を行いました。 

 それでは、決算の詳細につきまして、１１７

ページからの決算事項別明細書にて御説明いた

します。なお、金額につきましては、千円単位

で御説明させていただきます。 

 １１８、１１９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、款１・分担金及

び負担金、項１・負担金、目１、節１・簡易水

道事業費負担金、収入済額１９９万円。これ

は、消火栓設置に係る一般会計の工事負担金で

ございまして、泉地区に１２基、坂本地区に５

基設置いたしております。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１、節１・簡易水道使用料、収入済額７０９５

万３０００円。これは水道料金収入でございま

す。地区別では、八代地区が１３２万８０００

円、坂本地区が５４８８万６０００円、東陽地

区が８６５万７０００円、泉地区が６０８万１

０００円でございます。収納率は９７.０％

で、前年度と同率でございました。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料、収入

済額が６万９０００円でございます。内訳とい

たしまして、節１・督促手数料５万３０００円

は、簡易水道使用料に未払い等が生じた際の督

促手数料５３２件分でございます。節２・設計

手数料２０００円は、家庭への引き込み工事で

あります給水工事設計書の審査手数料５件分で

ございます。節３・検査手数料１万３０００円

は、給水工事の竣工検査手数料５件分でござい

ます。 

 款３・繰入金、項１、目１、節１・一般会計

繰入金、収入済額は１億３０９４万５０００円

でございます。そのうち、交付税の対象となる

基準内繰入金は５２６０万７０００円、基準外

繰入金が７８３３万８０００円でございます。

なお、繰入金を６８０万８０００円増額補正い

たしております。これは、簡易水道料金システ

ムを年度内に更新する必要がありましたため、

委託料６８０万８０００円を追加補正したこと

に伴うものでございます。 

 次の１２０、１２１ページをお願いいたしま

す。 

 款４、項１、目１、節１・繰越金、これにつ

きましては収入済額ゼロ円でございます。 

 款５・諸収入、項１、目１、節１・雑入、収

入済額２２８万円。これは、消費税還付金でご

ざいます。 
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 款６、項１・市債、目１、節１・簡易水道事

業債、収入済額８０２０万円。これは、坂本地

区の改良工事に係る簡易水道事業債１８８０万

円と泉地区の改良工事に係る簡易水道事業債６

１４０万円でございます。 

 以上、歳入合計が、収入済額２億８６４４万

円となっております。 

 次に歳出でございますが、１２２、１２３ペ

ージをお願いいたします。 

 款１、項１・簡易水道事業費、目１・簡易水

道総務費、支出済額４５３３万１０００円でご

ざいます。節別に説明いたしますと、節１・報

酬及び節９・旅費は、簡易水道料金改定等につ

いての水道事業審議会を開催しなかったため、

委員の報酬及び費用弁償が発生せず、支出済額

ゼロ円でございます。節２・給料から節４・共

済費までは、職員６名の人件費でございます。

節１９・負担金補助及び交付金２万円は、熊本

県簡易水道協会負担金でございます。 

 続きまして、目２・簡易水道維持管理費、支

出済額４７２３万３０００円でございます。節

別に説明いたしますと、節１１・需用費１４７

５万８０００円は、各地区の水源地や浄水場、

配水施設等の施設の修繕費、水源のポンプ室や

浄水場の電気代などでございます。節１２・役

務費１６３万４０００円は、水道料金請求に伴

う郵便料金などの通信運搬費、水道料金の口座

振替に伴う手数料などでございます。節１３・

委託料２７４９万１０００円。これは、水道法

に定められた水質検査、量水器検針業務、水源

地や浄水場の清掃・維持管理業務、料金システ

ム更新などの委託料でございます。不用額８４

０万４０００円は、水質検査業務委託の入札残

６５７万２０００円、料金システム更新業務委

託の入札残６１万３０００円、清掃回数の見直

しに伴い水道施設清掃業務委託の減額分８７万

７０００円などでございます。節１４・使用料

及び賃借料１４万４０００円。これは、ＪＲ用

地への水道管埋設のための敷地使用料及び土木

積算システムリース料でございます。節１６・

原材料費４４万６０００円は、配管材料などを

購入したものです。節１８・備品購入費２７３

万７０００円は、量水器、滅菌機及び普通乗用

車１台を購入したものでございます。節２３・

償還金利子及び割引料１００円は、過誤納付に

係る督促手数料の還付金でございます。 

 続きまして、目３・簡易水道建設費、支出済

額８８６２万１０００円でございます。節１３

・委託料９９７万５０００円は、中津道地区簡

易水道変更認可申請書作成及び実施設計業務委

託でございます。節１５・工事請負費７８６４

万６０００円。こちらにつきましては、平成２

５年度における主要な施策の成果に関する調書

をお願いいたします。その３の４０１、４０２

ページをお願いいたします。 

 坂本地区建設事業でございます。前年度に引

き続き、坂本地区の坂本、片岩、馬廻、小崎の

４地区を統合改良するため、配水管５２３メー

トルを布設がえし、工事費１２９５万３０００

円を執行いたしました。 

 ４０３、４０４ページをお願いいたします。 

 泉地区建設事業でございます。１カ所訂正が

ございます。４０４ページ、表の３行目、事業

実施の妥当性③市が関与する妥当性のチェック

欄のところが妥当でないとなっておりますが、

妥当であるの誤りでございます。訂正方お願い

いたします。申しわけございません。（笑声） 

 五家荘地区簡易水道整備事業といたしまし

て、樅木地区におきまして、浄水施設整備、導

水管及び配水管布設など１億４０１７万５００

０円の工事を予定いたしておりましたが、本年

度は６５６９万２０００円の執行と２８３４万

１０００円の次年度への繰り越しとなりまし

た。不用額の４７１５万２０００円は、ろ過設

備や管路の見直しを行い、工事費を圧縮したこ

となどによるものです。また、工事予算の次年
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度への繰り越しは、地元との調整や設計に不測

の日数を要し、入札時期がおくれたため、入札

不調となりました。工期を延長したことによる

ものでございます。浄水能力、日量の４６立方

メートルの緩速ろ過機を従前の配水池に設置

し、導水管１４６０メートルの新設、配水管２

８８４.８メートルの布設がえを行いました。 

 決算書にお戻りいただきまして、１２２、１

２３ページをお願いいたします。 

 款の２、項１、――済みません。違うな。そ

うですね。下のほうです。済みません。款２、

項１・公債費、目１・元金、支出済額８３９９

万５０００円。これは、坂本地区４０件、東陽

地区１３件、泉地区９件、八代地区１件の起債

償還元金でございます。 

 次の１２４、１２５ページをお願いいたしま

す。 

 目２・利子、支出済額２１２１万７０００円

は、起債償還利子でございます。 

 以上、歳出合計が、支出済額２億８６３９万

９０００円となっております。 

 次に、１２６ページでございます。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入

合計２億８６４４万円、歳出合計２億８６３９

万９０００円で、歳入歳出差引額４万１０００

円でございますが、翌年度へ繰り越すべき財源

として、（２）繰越明許費繰越額が４万１００

０円でございますので、実質収支額はゼロ円と

なりました。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議お

願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。委託料、２５年

度の委託料の関係で、簡易水道事業費、４ペー

ジですね。４ページから５ページにわたって、

坂本地区とか、二見とか、いろいろなところ

で、個人、――相手方のほうは個人名になって

ですね、いろいろ支払いがされてるんですよ

ね。この中、いろいろ業務があって、検針業務

とかっていうのもありますし、水質、――水質

検査のほうは株式会社とかのほうに出されてる

んですが、このその他業務委託っていうその内

容ばちょっと教えてもらいたいんですけれど

も。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。こちらのそ

の他業務委託になります個人名が出ているとこ

ろにつきましては、簡易水道、この４４施設ご

ざいますところに、地元の監視人さんを置いて

おります。で、日常の水質等のとか、施設の異

常がないかとか、それを毎日チェックしていた

だいている業務を委託しているものでございま

す。 

 あと、その検針業務につきましては、こち

ら、それぞれの地区で検針の業務を委託してる

ところです。 

 よろしいでしょうか。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。その総額っちゅ

うのがですよ、こっちの予算決算書の１２３ペ

ージ、委託料、簡易水道維持管理人の節１３・

委託料のこの２７４９万１０００円のところに

入っとっとでしょう。で、２項のところで、各

地区ごとって書いてあるということでよかっで

すか。認識は。 

○水道局長（宮本誠司君） これは、こちら

は、――はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。こちらの備

考欄のほうは、節１１・需用費から節２７の公

課費までの各八代地区、坂本地区、東陽地区、
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泉地区の維持管理事業、事業で分けております

ので、その合計額がこちらの各地区ごとの維持

管理費として積み上げた額になっております。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。内容はわかりま

した。 

 で、非常に飲料水ということでですね、やっ

ぱ事故があっちゃならぬていうのが一番なんで

すよね。そういった中で、多分、この個人の方

々にそのお願いをしてきたっていうのは、多

分、随分昔からずっとこう経緯があって、そう

いうふうにしてきたんだろうというふうに思う

とですけれども、毎日その点検とかっていう

話、本当はしてもらわぬとでしょうけど、なか

なかそういったところまで行き届かぬ部分があ

って、事故等もですね、発生する可能性もです

ね、否定はできないっていうふうに思うんです

よね。やっぱし、また高齢化っていうのもなっ

てきてですね、なかなかちょっと難しい部分も

あっとじゃなかろうかと思うんですが、これ自

体ですよ、やっぱそろそろなんか一括してです

よ、どっかに業務委託とか、そういうことって

いうのは考えられぬとですかね。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。業者に委託

するという方法も一つの方法だと思います。委

員さん、おっしゃいますように、従来から、合

併以前から、各地区ごとに監視人さんを置いて

っていうやり方は踏襲しているところでござい

ます。考え方としては、そちらにお住まいの方

が、一番身近なもんですから、毎日のその点検

とかっていうのには、手が回るんじゃないかっ

ていう考え方で、今、とり続けているところな

んですが、業者等に委託した場合に、いかほど

の費用がかかるか、その付近が、費用対効果等

も見つめましたところで、また検討させていた

だきたいと考えております。 

○委員長（田方芳信君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、多分、され

たことないけんがですね、いろいろお答えも難

しかって思うんですけれども、毎日毎日です

ね、多分、飲みながら点検っていう話かなって

いうふうに私は理解しっとっとばってんが、だ

けん、それが本来あるべき姿っちゅうか、どや

んかなって思って、支出する金額からいけばで

すよ、どやんかなっていうふうなあれもあるも

んだいけん。ほかの一般市民の人から見たとき

に、どうかなっていうのもあるもんだいけん

が、それだったら、やっぱ、いろんな基準を定

めながらですよ、やっぱ、業務委託とかってい

う方向性もちょっと考えてみてもらったほうが

よかかなというふうに思いましたんで、一応、

指摘しときます。 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、ほかに。 

 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 関連で、今の。よか

ですか。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 多分、今のところも

含めてですけれども、４０２ページ、４０３ペ

ージ、人件費の見直しのところですね。検討の

余地あり。飲料水ということもあり、職員の選

任に当たっては、人間性等を勘案し、検討する

余地がある。なんかこやん書き方ってちょっと

初めて見るとですけれども、この辺のどういう

意味合いかなっていうのばですね。人件費の見

直しのところ。これはどういう、――というと

がですね、例えば、例の坂本で事故が起きたこ

とも含めて何か書いてあるのか、それとは全然

関係ないのか。何かほら、そこら辺が何か意図

的なことがないと、こういう文言は出て来ぬと

思うとですけど。これは、どがんあれかなと思

うとですよね、意味合い的に。やんわりよかで

すよ。（｢やんわり」と呼ぶ者あり）何か人間

性等って書くと、とり方がどがん。たいぎゃ難
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しかもん。そがん、選任ちゅうと。（｢人間性

って何ページ」と呼ぶ者あり）宮本さんが書き

なっとだろうけん。備考欄の判断理由ですよ。

（水道局長宮本誠司君「ですね。そうですね」

と呼ぶ）委員長。小会。 

○委員長（田方芳信君） ああ、小会しとく。 

 小会します。 

（午後３時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３２分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 松田次長兼係長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい。事務事業評価票にほうに書いてありま

す、済みません、人間性という言葉が適当では

なかったと思いますので、経験豊富なというで

すね、言葉にかえさせていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。わかりました。

ありがとうございました。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で、

議案第９４号・平成２５年度八代市簡易水道事

業特別会計歳入歳出決算についての質疑を終わ

ります。 

 小会します。 

（午後３時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３４分 本会） 

◎議案第９５号・平成２５年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９５号・平成２５年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算

について、歳入歳出一括して説明を求めます。 

 松本理事兼下水道総務課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水

道総務課長の松本です。隣が補佐の岩坂です。

よろしくお願いします。（｢お願いします」と

呼ぶ者あり）座りましてから、説明します。 

 それでは、平成２５年度八代市特別会計歳入

歳出決算書の１２７ページをお願いします。 

 まず、八代市農業集落排水処理施設事業につ

いて簡単に説明をさせていただきます。この事

業は、農村地域の衛生向上と公共水域の水質保

全を目的として、東陽町が平成７年度から１２

年度まで、泉町が平成４年度から８年度まで事

業を行っておりまして、建設事業は完了し、現

在は、使用料等の徴収業務や施設の維持管理関

係が主な業務となっております。 

 なお、東陽町と泉町をあわせました平成２５

年度末で使用可能となっております人口、いわ

ゆる普及人口は２１０３人。このうち、使用さ

れている人口、いわゆる、水洗化人口が１７６

７人で水洗化率は８４％となっております。 

 それでは、議案第９５号・平成２５年度八代

市農業集落排水処理施設事業特別会計決算につ

いて御説明します。なお、歳入は決算書、歳出

は決算書と主要な施策の成果に関する調書、以

下、主要施策と言います、に基づき、御説明い

たします。また、決算額につきましては、１０

００円未満を切り捨てさせていただきます。 

 農業集落排水処理施設特別会計の最終ページ

になります１４２ページをお願いします。 

 歳入及び歳出総額は、同額の１億５２４万２

０００円となっており、実質収支はゼロ円でご

ざいます。 

 続きまして、歳入の決算状況につきまして事

項別に御説明いたします。決算書の１３６ペー

ジをお開きください。 

 款１・分担金及び負担金の項１・分担金、目

１・農業集落排水事業費分担金でございます
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が、市の条例に基づき使用者にます設置工事費

の一部を負担していただくこととしておりまし

て、１世帯につき１０万円の負担金を徴収して

おります。収入済額は、ます設置工事がなかっ

たためゼロ円でございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・農業集落排水処理施

設使用料は、収入済額３０８０万４０００円

で、２４年度より２０７万３０００円の増収

で、これは、平成２２年度使用料改定の答申に

基づき、２３年度から２６年度まで段階的に使

用料を上げているのが主な要因でございます。

収納率では９２.６％、この率は２４年度より

０.５％アップしております。アップとなって

おります。今後とも、収納率アップのため粘り

強く使用料徴収に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

 項２・手数料、目１・農業集落排水手数料、

使用料に係る督促手数料で、収入額２万３００

０円、延べ２３７件分でございます。 

 次に、款３・繰入金の項１、目１・一般会計

繰入金についてですが、当初予算額６７７４万

４０００円に対しまして、収入済額が６５７１

万２０００円で、予算額に対し２０３万２００

０円の減となっており、主に使用料が増となっ

たことによるものでございます。また、前年度

と比較して２８万円増となっております。これ

は、主に償還金の増によるものでございます。 

 １３８ページをお願いします。 

 款６・市債の項１・市債、目１・農業集落排

水事業債は、予算額８７０万円で、収入済額も

同額でございます。これは備考欄に記載してお

ります農業集落排水事業の資本費平準化債でご

ざいます。 

 ここで、資本費平準化債とは、借金返済の負

担を後年度の使用者に先延ばしし、資本費の負

担を平準化するための起債のことでございま

す。次に、平成２５年度末の債務残高でござい

ますが、市債、いわゆる、借入額が８７０万円

に対しまして、１４０ページの款２・公債費の

項１・公債費、目１の元金の支出済額が４７５

９万６０００円でございますので、差し引き３

８８９万８０００円、前年度より債務が減り、

現在、５億４１０２万１０００円となっており

ます。この債務残高は、監査意見書の７１ペー

ジ、市債現在高の農業集落排水処理施設事業債

の年度末現在高にも記載しております。 

 以上、歳入の説明とさせていただきます。 

 続きまして、歳出の決算状況について御説明

いたします。決算書の１４０ページの下段をお

願いします。 

 当初予算額１億６７７万５０００円に対し、

支出済額１億５２４万２０００円、予算額から

支出済額を差し引きました不用額は１５３万２

０００円となっております。 

 １４０ページ上段の款１、項１・農業集落排

水処理事業費の目１・農業集落排水事業費は、

農業集落排水処理施設の使用料の賦課、徴収や

同施設の維持管理、修繕などに要する経費でご

ざいます。まず、節２の給料から節４・共済費

までは、２名分の職員給与経費１３２１万円で

ございます。次に、処理場、マンホールポンプ

の電気料や修繕料の需用費１１３７万９０００

円や処理場から出る脱水汚泥の収集運搬料、汚

泥引き抜き手数料、異常通報システム電話料な

どの役務費５０３万４０００円がございます。

節１３・委託料１１９７万２０００円は、処理

場及びマンホールポンプの維持管理業務委託料

や脱水汚泥堆肥化業務委託料、電気保安業務委

託料でございます。節１５・工事請負費、新規

ます設置工事２件を予定していましたが、設置

申請がなかったため、支出がありませんでし

た。節１９・負担金補助及び交付金７４万２０

００円は、東陽地区処理場にあります圧送放流

施設の負担金などでございます。節２７・公課

費１３万７０００円は、使用料等に含まれる消
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費税から本事業にかかった経費に含まれる消費

税を差し引いた納めるべき消費税額でございま

す。施設の維持管理につきましては、日常点検

を強化し、故障の早期発見、修理に努め、費用

の縮減を図っていきたいと考えております。 

 それでは、主要施策に基づき、主要事業につ

いて御説明いたします。別冊その３の４０７ペ

ージです。 

 農業集落排水処理施設事業は、東陽地区と泉

地区の２地区がありますので、まず、東陽地区

一般事務事業から説明いたします。 

 本事業は、東陽地区農業集落排水処理施設の

適切な維持管理を行うことにより、施設の故障

などを未然に防止し、生活環境の向上を図るこ

とを目的としております。具体的には、農業集

落排水処理施設の使用料の賦課、徴収、滞納整

理及び施設の維持管理、修繕などを行っていま

す。 

 まず、中段の２５年度決算額１９５４万３０

００円についてですが、これは汚水処理施設関

係の維持管理や修繕に要する経費でございま

す。主なものといたしまして、汚水処理施設の

電気料２３９万３０００円、マンホールポンプ

３１カ所の電気料１１７万６０００円、汚水処

理施設とマンホールポンプ関係の修繕料があわ

せて２８５万８０００円、処理施設の管理委託

料６８７万７０００円などがございます。ま

た、汚水処理の過程で汚泥が発生しますが、こ

の脱水汚泥運搬料１０２万７０００円、堆肥化

のための処理委託料１０６万２０００円がござ

います。不用額は６４万円。主なものは、脱水

汚泥が減ったことによる運搬料の不用額１０万

６０００円、同じく、脱水汚泥量減による堆肥

化業務委託料の不用額１４万７０００円、ます

設置がなかったことによる不用額１９万７００

０円などでございます。 

 次に、４０９ページ、泉地区一般事務事業を

お願いします。 

 事業の目的、概要は、東陽地区一般事務事業

と同じでございます。 

 中段の２５年度決算額１００８万４０００円

についてですが、これは汚水処理施設関係の維

持管理や修繕に要する経費でございます。主な

ものといたしまして、汚水処理施設の電気料１

４７万１０００円、マンホールポンプ１６カ所

の電気料１４６万５０００円、マンホールポン

プ関係の修繕料１０５万８０００円、汚泥引き

抜き運搬手数料１６８万５０００円、処理施設

の管理委託料３６２万２０００円などがござい

ます。 

 ４０８ページ及び４１０ページをお願いしま

す。 

 東陽地区一般事務事業及び泉地区一般事務事

業の自己評価では、事業を妥当、有効性につい

ては、年間に接続する件数が伸び悩んでいるこ

とからあまり順調ではないとしておりますが、

それぞれの地区の中心部で実施している事業で

有効な生活排水処理であるため、今後の方向性

は、市による実施としております。 

 以上、述べましたように、東陽地区、泉地区

の農業集落排水処理施設の維持管理には多大な

費用がかかっておりますが、今後も適切な維持

管理を図り、経費削減につなげていきたいと考

えております。 

 それでは、決算書に戻りまして１４０ページ

をお願いします。１４０ページ。 

 款２、項１の公債費、決算額６２４０万４０

００円について御説明いたします。目１・元金

及び目２・利子についてですが、それぞれ４７

５９万６０００円及び１４８０万７０００円と

なっており、地区ごとの内訳は、備考欄に記載

しております。なお、公債費については、平成

１８年度が債務のピークで、今後は次第に減少

していく予定であります。しかし、施設の老朽

化による更新時期を迎えると新たな起債が必要

となります。今後は、施設の更新を視野に入れ
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た計画的な経営を目指し、使用料の適切な改定

による増収、維持管理経費のさらなる縮減に努

めてまいりたいと考えております。 

 以上、議案第９５号・平成２５年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算

の説明とさせていただきます。 

 審議方よろしくお願いします。 

○委員長（田方芳信君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で、

議案第９５号・平成２５年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計歳入歳出決算について

の質疑を終わります。 

                              

◎議案第９６号・平成２５年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（田方芳信君） 次に、議案第９６号

・平成２５年度八代市浄化槽市町村整備推進事

業特別会計歳入歳出決算について、歳入歳出一

括して説明を求めます。 

 松本理事兼下水道総務課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 座ら

せていただいて説明いたします。 

 それでは、平成２５年度・八代市特別会計歳

入歳出決算書の１４３ページをお願いします。 

 まず、八代市浄化槽市町村整備推進事業につ

いて簡単に説明させていただきます。この事業

は東陽町、泉町の農業集落排水事業の認可区域

以外の地区でのそれぞれ平成１３年及び１４年

から実施しております。設置計画基数７００基

に対して、２５年度までに４２０基の合併浄化

槽を設置しておりまして、設置率は６０.０％

となっている状況でございます。 

 それでは、議案９６号・平成２５年度八代市

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決

算につきまして御説明いたします。なお、歳入

は決算書、歳出は決算書と主要な施策の成果に

関する調書、以下、主要施策と言います、に基

づき、御説明いたします。また、決算額につき

ましては、１０００円未満は切り捨てさせてい

ただきます。 

 八代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計の

最終ページになります１５８ページの実質収支

に関する調書をお願いいたします。１５８ペー

ジです。 

 歳入及び歳出総額は、同額の６１６６万８０

００円となっており、実質収支はゼロ円でござ

います。 

 続きまして、歳入の決算状況について事項別

に御説明いたします。決算書の１５２ページを

お願いします。 

 款１・分担金及び負担金の項１・分担金、目

１・浄化槽整備推進事業費分担金でございます

が、合併浄化槽を市で設置します際、条例に基

づき、１基あたり１０万円の分担金を徴収して

おります。当初予算額４２万円は、浄化槽４基

分の分担金４０万円と滞納分２万円の収入を見

込んでいましたが、収入済額は５８万円でござ

いまして、これは、浄化槽設置工事の５基分５

０万円と滞納分の収入８万円でございます。分

担金の滞納は２５年度で完納となりました。 

 次に款２・使用料及び手数料でございます

が、項１・使用料、目１・浄化槽整備推進事業

使用料は、収入済額２１９３万円、２４年度よ

り１６４万７０００円の増収でございます。こ

れは、平成２２年度の料金改定の答申に基づ

き、２３年度から２６年度まで段階的に使用料

を上げているのが主な要因でございます。収納

率は９４.４％で、２４年度より０.８％下がっ

ておりますが、これにつきましては、昨今の経

済不況によるところが大きいと思われます。今

後とも、収納率アップのため、粘り強く使用料

徴収に努めてまいりたいと思います。 

 項２・手数料、目１・浄化槽整備推進事業手

数料は、使用料に係る督促手数料で、収入済額
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１万３０００円、１３２件分でございます。 

 次に款３・財産収入の項１・財産運用収入、

目１・利子及び配当金は、八代市浄化槽市町村

整備推進事業減債基金条例に基づく基金の利子

収入分で、受け入れ分でございます。予算額４

０００円に対しまして利子受入額は３０００円

となっております。減債基金ですが、これは、

将来の起債償還の償還財源とすることを目的と

して、旧東陽村及び旧泉村で積み立てていたも

のを合併により継承したもので、平成２５年度

末の基金残高は１１６２万６０００円でござい

ます。 

 款４・繰入金の項１、目１・一般会計繰入金

ですが、予算額３７３５万６０００円に対しま

して、収入済額は３５２３万１０００円でござ

います。２５年度の繰入金は、２４年度と比較

して３１万７０００円減額となっております。 

 １５４ページをお願いします。 

 款６・諸収入の項１、目１・貸付金元利収入

は、旧泉村で合併前に浄化槽を整備するに当た

り、宅地内の排水設備に必要な資金の貸付を行

っておりまして、その償還分の予算額が６万２

０００円、収入済額２１万円、収入未済額１件

１３万７０００円でございます。収入未済額に

つきましては、２６年度に完納されました。な

お、この制度は、既に廃止されております。 

 款７・市債の項１・市債、目１・浄化槽整備

推進事業債は、予算額４００万円に対しまし

て、収入済額３７０万円で、これは、浄化槽設

置工事５基分に充当した市債でございます。な

お、既に平成１９年度に債務残高のピークは過

ぎておりまして、２５年度末の債務残高は１億

２４５１万６０００円となっております。この

債務残高は、監査意見書の７１ページ、市債現

在高の浄化槽市町村整備推進事業債の年度末現

在高にも記載しております。 

 以上、歳入分の説明とさせていただきます。 

 続きまして、歳出の決算状況につきまして御

説明いたします。決算書の１５６ページの下段

をお願いします。 

 予算額６３６４万１０００円に対して、支出

済額６１６６万８０００円でございます。不用

額１９７万２０００円で、これについては、後

ほど説明いたします。 

 １５６ページ上段の款１、項１・浄化槽市町

村整備推進事業費の目１・浄化槽総務費は、東

陽町及び泉町に市が設置した合併浄化槽の使用

料の賦課・徴収、浄化槽の法定検査委託、管理

委託などを行うとともに、未設置世帯への普及

啓発を実施することに要する経費でございま

す。まず、節２・給料から節４・共済費まで

は、２名分の職員給与経費１６０２万５０００

円でございます。節１１・需用費５万６０００

円は、使用料納付書の印刷費でございます。節

１２・役務費１９８万９０００円は、使用料や

分担金の納付書、督促状、領収書などの郵送料

と浄化槽の法定検査手数料などでございます。

節１３・委託料２４２３万円は、４２０基分の

浄化槽保守点検清掃業務委託料や使用料システ

ムの保守業務委託料でございます。不用額１０

２万６０００円は、浄化槽清掃費などの委託単

価が下がったことが主な原因でございます。節

１４・使用料及び賃借料３４万１０００円は浄

化槽使用料システムの使用料。節２５・積立金

３０００円は、歳入分でも説明しましたが、東

陽村及び泉村で積み立てていた減債基金の受取

利子でございます。備考欄の流用でございます

が、３節より２節への流用１万４０００円は職

員給与経費内の流用、１３節から２７節への流

用６万９０００円は、消費税の支払い額が当初

見込みより多かったため委託料から流用したも

のでございます。 

 款１、項１の目２・浄化槽整備費は、合併処

理浄化槽の設置工事などに要する経費でござい

ます。節１１・需用費１１万４０００円は、事

務用品などの消耗品費や公用車のガソリン代で
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ございます。節１５・工事請負費４３４万１０

００円は、合併処理浄化槽５基分の設置工事費

でございます。毎年、予算編成前に２回程度、

地域の方々に設置希望を伺っておりますが、希

望を取り下げられたり、年度途中での申請もあ

り、対応に苦慮しているところでございます、

――のが現状です。今後も、正確な設置基数の

把握に努めてまいります。 

 款２、項１の公債費、決算額１４３９万５０

００円について説明いたします。 

 目１・元金及び目２・利子についてですが、

それぞれ１２２４万８０００円及び２１４万６

０００円となっており、地区ごとの内訳は、備

考欄に記載しております。なお、公債費につい

ては平成２５年度が償還額のピークで、その後

は減少していく予定です。 

 それでは、主要施策に基づき、事業ごとに説

明いたします。４１３ページをお願いします。 

 浄化槽市町村整備推進事業は、東陽地区と泉

地区の２地区ありますので、東陽地区一般事務

事業から説明いたします。 

 本事業は、浄化槽市町村整備推進事業区域に

おいて、市が主体となって合併浄化槽を設置

し、生活排水処理を行うことにより、生活環境

の向上を図るとともに公共用水域の水質保全を

目的としております。具体的には、市が設置し

た合併処理浄化槽の使用料の賦課、徴収、浄化

槽の法定検査委託、管理委託などを行うととも

に、未設置世帯への普及啓発を実施していま

す。 

 まず、４１３ページ中段の２５年度決算額９

４０万４０００円についてですが、これは、東

陽町に市が設置している浄化槽の法定検査や保

守点検清掃業務委託などに要する経費でござい

ます。主なものとしまして、浄化槽１５８基の

法定検査手数料５９万９０００円、使用料納付

書・督促状の郵送料１２万４０００円、浄化槽

保守点検清掃業務委託８６４万１０００円など

がございます。 

 次に、４１５ページ、泉地区一般事務事業を

お願いします。４１５ページです。 

 事業の目的、概要は、東陽地区一般事務事業

と同じでございます。 

 中段の２５年度決算額１７３８万６０００円

についてですが、主なものとしまして、浄化槽

２６１基の法定検査手数料１０２万１０００

円、使用料納付書や督促状の郵送料２０万円、

浄化槽保守点検清掃業務委託１５４５万８００

０円などがございます。 

 ４１４ページと４１６ページの中段をお願い

します。東陽地区一般事務事業及び泉地区一般

事務事業の自己評価では、事業を妥当、有効性

については、年間設置件数が伸び悩んでいるこ

とから、あまり順調ではないとしております

が、それぞれの地区の周辺部で実施している事

業で有効な生活排水処理であるため、今後の方

向性としては、市による実施としております。 

 次に、４１７ページ、泉地区整備事業をお願

いします。 

 本事業は、浄化槽市町村整備推進事業区域に

おいて市が主体となって合併浄化槽を設置し、

生活環境の向上を図ることを目的としておりま

す。 

 中段の２５年度決算額３５２万７０００円

は、消耗品費や公用車のガソリン代及び合併処

理浄化槽４基の工事請負費でございます。予算

額から決算額を差し引いた不用額１５万７００

０円の主なものは、浄化槽工事の入札残でござ

います。 

 ４１８ページをお願いします。 

 泉地区整備事業の自己評価では、事業を妥

当、有効性については、年間設置件数が伸び悩

んでいることから、あまり順調ではないとして

おりますが、それぞれの地区の周辺部で実施し

ている事業で有効な生活排水処理であり、年間

数件は設置希望があるため、今後の方向性は、
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市による実施としております。 

 以上、議案第９６号・平成２５年度八代市浄

化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算

の説明とさせていただきます。 

 審議方よろしくお願いします。 

○委員長（田方芳信君） ただいまの説明につ

いて質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で、

議案第９６号・平成２５年度八代市浄化槽市町

村整備推進事業特別会計歳入歳出決算について

の質疑を終わります。 

 それでは、以上で、本日の日程は全て終了い

たしました。 

 次回の委員会は、１０月９日、木曜日、午前

１０時開会となっております。よろしくお願い

します。 

 それでは、これをもちまして本日の決算審査

特別委員会を散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（午後４時０５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２６年１０月８日 

決算審査特別委員会 

委  員  長 
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